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第 1回 ア レル ギー 疾 患 対 策 作 業 班

議事次第

日 時 平成 23年 2月 23日 (水 )13:00～ 15:00
場 所 厚生労働省 省議室

1 ア レルギー疾患対策作業班につ いて

2 班長選 出

3 第 4回 リウマチ・ ア レルギー対策委 員会のア レルギー疾患対策 に係 る指摘事

項 について

4 ア レルギー疾 患患者会 の立場か ら  (栗 山班員 よ り)

5 今後のア レルギー疾患対策について

6 そ の 他

(配 布資料 )

議 事次第

ア レルギー疾患対策作業班  名簿

資料 1   ア レルギー疾患対策作業班開催要項

資料 2   第 4回 リウマチ・ ア レル ギー対策委員会のア レルギー疾患対策に

係 る指摘事項

資料 3   患者会か ら見たア レルギー疾患の 5年 間 と現状の課題、今後への

提案                   (栗 山班 員提供資料 )

資料 4   ア レルギー疾患対策の骨子 (案 )

資料 5   ア レルギー疾患対策の具 体的方策にかかる論 点の整理

参 考資料 1 リウマチ・ア レルギー対 策委員会の開催要項

参 考資料 2 ア レルギー疾患対策 現 状、評価 、課題 (谷 口班員提供資料 )

参 考資料 3 リウマチ・ ア レルギー対 策委員会の報告書 (平 成 17年 )に おけ

るア レルギー疾患対策の評価

参 考資料 4 リウマチ・ ア レルギー対 策委員会報告書 (平 成 17年 10月 )

参 考資料 5 ア レルギー疾患対策 の方 向性等 (平 成 17年 10月 31日 付 )

事豊
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アレルギー疾患対策作業班

班員名簿

天谷 雅行 慶應義塾大学医学音F教授

今村 聡 社団法人日本医師会常任理事

大久保 公裕 日本医科大学医学音F教授

栗山 真理子
NPO法人アレルギー児を支える全国ネットア

ラジーポット専務理事

洪 愛子 社団法人日本看護協会常任理事

河野 陽一 千葉大学大学院医学系研究科教授

住田 孝之 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

谷 口 正実
(独 )国立病院機構相模原病院統括診療部外

来部長

土橋 紀久子 山梨県甲府市立富竹中学校 養護教諭

三嶋 理晃
京都大学医学部教授、漢方免疫アレルギー

研究会評議員

山中 朋子 青森県健康福祉部医師確保対策監

吉武 毅人 第一薬科大学副学長、社会薬学教室教授

(50音順口敬称略)



資料 司

アレルギー疾患対策作業班開催要項

(目 的 )

第 1条  アレルギー疾患対策作業班 (以下「作業班」という。)は、厚生科学審議会
疾病対策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会 (以下「委員会」という。)が参集
を求めるア レルギー疾患対策の有識者によ り、厚生労働省におけるアレルギー疾患
対策について専門的な検討を行うことを目的として開催する。

(検討事項 )

第 2条 作業班は、アレルギー疾患対策を総合的・体系的に実施するため、これまで
のア レルギー疾患対策の評価を行うとともに、今後のアレルギー疾患対策の方向性
及び具体的な方策を整理 し、委員会に報告する。

(作業班の構成 )

第 3条 作業班に参集を求める有識者は 15名 以内で構成 し、アレルギー疾患対策に
精通 した学識を有するものとする。

(班長の指名 )

第 4条 作業班に班長を置 く。班長は、作業班班員の中から互選により選出する。

(会議の公開 )

第 5条 作業班の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他の個人若しくは団体の権利
利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、班長は、会議を非公開とすること
ができる。

2 班長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置
をとることができる。

(議事録)

第6条 作業班における議事に関して次の事項を議事録として記録するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した作業班班員の氏名
三 議事となった事項

2 議事録は公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合
又は知的財産権その他の個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが
ある場合は、班長は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、班長は、非公
開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。

(作業班の庶務)

第7条 作業班の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課において総括し、及び処理す
る。

(雑則)

第8条  この開催要項に定めるほか、作業班の運営に関し必要な事項は、班長が定め
る。



資料 2

第引コリウマテ・ア陶 レギー対策
桑黎夕

のアレルギー疾患対策に係る
指摘葛

<現状について>
ア トピー性皮膚炎が減少 しているが、他のア レルギー疾患は増えてお り、特に喘息や

アレルギーー性鼻炎は非常に増えている。
国民の 2人 に 1人は何らかのアレルギー疾患を持っていると推定される。
アレルギー疾患にはQOLを低下させるのみであり、生命にはかかわらないといわれ

ているが、喘息の重積発作、アナフ才ラキシーショックによる死者はなくなったわけで
|ま なく、対策の推進は引き続き重要である。
高齢者と不定期受診の喘息死が減っていない。

<医療等の提供について>
アレルギー疾患患者の多くが非専門医にかかっているが、アレルギー疾患患者は数も

多く、全部専門医で診るのは難しく、病診連携が必要である。
専門医療体制の整備や病診連携についてはまだ不十分であり、また、それを担う専門

医も少ない。

専門医に準ずるかかりつけ医、例えば、準専門医と位置づけることも一案である。
アレルギー疾患やその管理について習熟した薬剤師や看護師の育成が重要である。
一般医に対するガイ ドライ ンの普及が不十分である。
青壮年で亡くなった方の多くが普段通院してぉらずこれに対する対策が必要である。
アレルギー疾患につし`て、原因の把握、診断方法がガイドラインで明確にマニュアル

化されていない。環境対策に係る事項もあるが、そのような部分にも取組の推進が必要
である。

<相談体制t情報提供について>
アレルギー疾患のそれぞれについて、講演会など実施しているが、積極的な参加が得

られている疾患もあるが、そうではない疾患もある。特に成年期の喘息患者に対する対
策が重要である。      :
国民に対していかに予防するか、予防するエビデンス、予防ができるエビデンスがど

ういうものなのかを積極的に情報提供することが必要である。

<研究事業について>
諸外国に比べて基盤となる疫学研究、実態調査の研究が乏しい。
根治に繋がる治療法として減感作療法があり、この確立口普及に資する研究が重要で

ある。
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アレルギー児を支える全国ネット

T稽 群鸞 犠鱗麟…嘔購 、ν 麟‰

www,allergypot.1let

厚生労働省疾病対策課アレルギー対策作業轟  
｀
・

ら
'

患者会から見た
アレルギニ疾患の5年間と
現状の課題、今後への提案

特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット

「アラジーボット」
2011.02.23Zυ 11.υZ.26
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アラジーポツト

■ 設立年月日 :2002年 12月 1日 (NPO法人 :2004年 9月 )

=設
立メンバー :親・病棟保母・臨床心理士等7名+顧問2名

=現会員数 :約 1500名 (登録会員/無料)

(150名 は医療・教育・行政・メディア・企業・個人などのサポーター)

●設立の経緯:2人の子どもが喘息・アトピー・食物アレルギーだつた
●姿勢 :自 ら学び、情報を収集し、蓄積し、整理して、患者自らが発信する会

保育園・幼稚園`学校などの教育機関が

アレルギーのあるお子さまが楽しく通うことが出来、

保護者・ご家族が安心して預けられる場となるように

あらゆる機関、あらゆる立場の方と、

それぞれの立場を大切にしながら連携して

社会基盤の整壺睦立五

り
|二:' 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子



日のお話

園2004・ 5年のリウマチ・アレルギー検討会の成果

喘息死ゼロ

ガイドライジの充実

圏現在の課題

・ 治療・情報提供・患者の声

専門医を増やす

実地医家にGLに基づく治療を

目課題克服に向けての提案
・ 治療・情報提供1患者の声

GLに基づぃた情報や科研費による成果物を、患者に

。
「

境再生保全機警、医療機能評価機
言
等と

?協
力を

Vlil' 
特定ヨト営利活動法人アレフレギー児を支える全国ネット「アラジーポット」   栗山真理子

サヽ ,デ 1/

ありがとうございました !:

成果

○
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成果 :「喘息死ゼロ」

当初日標 :喘息死2000名 から 喘息死ゼロ ヘ

ー当時、3000名を超えていた喘息死を2∞0名 にすることが当初目標
―実際に、ある疾患での死亡がゼロとなることはない……       1
-2000名 ではなく、ゼロを目指してほしい

「喘息では死ななしヽ」と言われていたが、

患者にt,、 実地医家にtJ、 社会にt,

実際は喘息で死ぬ方がいるということ、

しかし、ガイドラインによる治療により

「死ななくてもよい病気」になつたことの理解が

広く周知されたことに患者、患者会は喜んでいます

■ゃ、っ “̀“
___ユ‐1……″口‐士一△“…・「―。・―・. 置‖置通ヱ

1..7 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボツト」   栗山真理子

成果 :ガイドラインの充実

ガイドラインの作成と充実
・ エビデンスと医療者のコンセンサスによる、医療者と患者の

畑館のない情報の共有が可能となつた

。 文科省監修 :「学校でのアレルギー疾患に対するガイドライン

」、学校において疾患としての理解してもらうための環境整備

・ 患者が参加したガイドライン作成へと進んだ「家族と専門医

が一緒に作つた小児ぜん息ハンドブック2008」  、
・ 各診療科ごとのガイドラインから「アレルギニ疾患診断・治療

ガイドライン2007」、さらには「2010」 ヘ

・ 専門医向けから
―研修医向け・コメディカル向け・患者向け

ガイドラインに基づいた、患者会等各機関からの情報提供

晏
li' 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボツト」   票山真理子
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2004年 :患者視点でのガイドライン作成

患者さんとその蒙族のための
ぜんそくハンドブック2004

5
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情報提供 ―成果―
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t'特誹営墓勁法人アレレギ‐

籟
Ⅲ鷹と,日Eが一ィに,った小児ぜヽそくハンドブック20oo:■民●員合

呻

自4rl'アレルギー寧
=

脇和企画

日本4蜆ア吻レギー学会「 家 族 と 専 門 医 が 一 緒 に 作 巻 た I・

小児ぜんそくハンドブック2008」

t姜 医療者の提供するEBMに基づく医療情報
0患者の求める、NBMを取り入れた日常生活を含めた情報提供
0学会などの医療界と患者会が一緒に普及をはかる

このハンドブックの新しい点
●患者の求めるものを、学会がサポートして作るという、今までと

は全く異なつた視点

ф作成に参加する患者の要件(日 本患者会情報センター:PIGL)

ф コーディネートチームがいる

ф →新しい作成委員会のかたちを提案

準
l‡ア 特定ヨド営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子



二ヽ:F

新しいガイドラインの特徴   ~・

患者家族から患者家族ヘ

「患者参加」 から「患者との協働」 ヘ

執筆者:患者委員。医師委員は間違いを直す・相談にのる。

日次:患者委員が必要だと思う情報を書く

監修 :専門医(アレルギニ学会理事長&GL本体の作成委員長)

患者教育から患者への情報提供・情報共有

特徴的なページ:生涯にわたつて起こりうるイベントとその対応
について記入、見開きのイラストと目次として使えるように

特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ

●
、ヤ ,
1■ン

家族と専門医が一緒に作つた小児ぜん息む
ハンドブック2008(1)

・ HB2004:200011
・ HB2008:10000冊 ⇒ 実地医家に読まれている

・ 患者会が構成、執筆。

・ガイドラインを作成している専門医と、内容を相談。
・ 日本小児アレルギニ学会が、監修        .

【作成プロセス】(学会/研究班/市民団体の協働)

・ ガイドラインヘの参加の呼び掛けをし、

.・ 応募した患者会から、担当者を出してもらい

・ レポートと面接で、参加者の選考
・ 1年半の会議を通じて、顔のみえる関係が広がる

―

liF 特定ゴト営利活動法人アレルギ=児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子
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家族と専門医が一緒に作った小児ぜん急千)

ハンドブック2008(2)     ~
【参加した患者会の意識、行動が変わつた】
・ ガイドラインは、医者がつくって医者が使うもので、患者の

出る幕はない。難しくて、わからない
―参加できる団体になりたい…・。そのためには
―SHGから、社会への疾患の理解も目標に
―ガイドラインの位置づけが変わり、GLに基づいた情報提供が加わる

・ 患者会が依頼する講演者が変わつた
。 顧問医の治療内容に新たに感心を持ち、考えるようになった
・ 患者会同士が、少し、顔の見える関係になった

―ガイドラインに基づいた情報提供が、活動の中に加わる
・ 透明性と社会性が求められていることがわかつた

―NPO法人となる
中
1工■  特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子

家族と専門医が一緒に作った小児ぜん急■,

ハンドブック2008(3)

【医療者の意識が変わつた】
・ 患者の知りたい内容がわかった

・ 患者に伝えるべき内容がわかった
・ 伝えたい内容と伝えるべき内容の違いがわかった
・ 患者会の役割と医療職の役割は、異なる

―患者教育をするためにあるのが患者会・・ではない
―医者の言うことを聞くように伝えるのが患者会…ではない

、 自ら学ぶこと、ガイドラインに基づいた情報提供等に頑張つ
ている患者会も、ある

・ 一人ひとりの患者と、患者会は、違うかもしれない ,・
:・

・ 患者会には、生活上の知恵の蓄積がある

0こ
1■‐ 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栞山真理子



患者会は社会資源

・ アレルギーのある子どもの気持ち

喘息があるということ

アトピー性皮膚炎があるということ

食物アレルギーがあるということ
・ アレルギーのある子の、親の気持ち

伝えなければ、分からない。

伝えるのは、私たち。

支援を得て一緒に活動

中=
til' 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボツト」   栗山真理子

Ilil'

患者・患者会とは  ―   i
社会資源としての患者会

患者同士の集まり から 社会べの理解ヘ

O PIGL:病気がありながら社会生活を営む上での専門家

平成18年度厚生労働科学研究費補助金「根拠に基づく
診療ガイドラインの適切な作成・利用・普及に向けた基盤
整備に関する研究 :「ガイドライン作成過程に患者が参加
する為のガイドライン(略称PIGL)」

(日 本患者会情報センター:URL//WWW.kattyakai.net)

0レイ・エキスパート:

NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク

0_
宣`

‐
ア 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネットrァラジーボツト」   粟山真理子
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信頼され、協働できる患者会ヘ

患者会の今後の課題 (社会との連携の中で)

患者会として、社会で果たすべき役害1を考える

―まずは、患者さん
―各々の患者会の利益のみを主張しない
―アレルギー疾患だけの利益を、主張しない
―患者のために何ができるか?を考え提案する
一患者の利益が、医療者の犠牲め上に成り立つ事のないょうに
―医療、行政、企業は、共に病気と戦う仲間
―でも、利益相反、利害相反することはありうることは、常に考えに
一それぞれの立場を大切に、連携し、それぞれの務めを果たす

0_
II: 特定非営利活動法人アレルギニ児を支える全国ネット「アラジーボットJ   栗山真理子

参カロする患者・支援者の位置づけ
t,専門家としての患者・支援者

・患者:疾患や障害がある人(あった人)、 但し医療専門職を
除く

・支援者:家族に患者がいる人(いた人)、 患者団体等の活動
を通じて患者やその家族を支援する人

牢臨床医学の専門家ではないが、自らの病気と共に社会生活
を営む生活者としての知識の蓄積を持つ『専門家』

■視点の違いを、専門家対素人、ではなく異なる知識体系(医

学と生活体験)にある専門家同士の視点の違いとして、双方
が相手の立場を尊重する

13



行・

患者の生の声

現状から

栗山真理子
幸
Liア  特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボツト」

現状に対する患者からの生の声

・ アラジーボットの講演会:2011年2月 11日 のアンケート

・ しゃべり場:毎月、隔月、出張しやベリ場での声

・ 電話での相談
・ ピアサポーターから

・ 他の患者会との運営者同士で集まる場、意見交換の場等で

・ 学校保健会講師などでの質問
・ 地方自治体や保健所の講演会などでの質問
。その他の各種講演会、研修会などでの個別相談、質問

「場」として70回 、実数として約3～ 400イ牛

0´
I宣ア' 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ    栗山真理子
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現状に対する患者の声 (1)

【食物アレルギー】
・ 安心、安全な食物負荷試験、減感作療法の開発
・ 実地医療機関の「質」の確保
・「何かあったとき」の実地医療機関での相談体制を「病院全

体」で、担保してほしい

エピペン

・ 保険適用してほしい

・ 高い(1年に1回 、12000円 から15000円 、20000円 のところも)

・ 小児への認可、学校ガイドラインでの使用に感謝
・ 保険外の特別な医薬品から普通の医薬品という位置づけを

中

:==i 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ    栗山真理子

現状に対する患者の声 (2)

Ψ幸、.

【アトピー性皮膚炎】
・ 食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は別な疾患。合併しいる

ことはあることが、患者、実地医家に十分浸透していない
・ アトピー性皮膚炎の症状や血液検査の結果だけで、次々と

制限食物が増やされる現状は、決して少なくない
。「ステロイドは怖い、私は絶対使わない」という医師
・ 新しい知見:食物による感作が、皮膚を通じてなされる
・ 患者さんの不安に答える十分な説明(利点を)

。アレルギー疾患の中で唯一、減少しているアレルギーである
ことは、各方面のご尽力の賜物と感謝しているが、なお―層
のご尽力をお願いしたい。

も
、

=' 

特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アリ ーボット」   栗山真理子
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現状に対する患者の声(3)

【喘息】
・ 長期慢性疾患なので、学業、仕事に影響しない診療体制を

・ 医療費の負担に、地域差がある

・ ステロイドの吸入懸濁液やステロイドとβ2刺激薬の合剤,新
しい分子標的薬など、多くの新薬剤が承認、利用されるよう
になっているが、適切に利用されているか?

.例えば、幼稚園ではホクナリンテープを多くの子供達が使つ

ているが、本当に適切に使われているか ?

・ 良いバンフレットが身近にほしい(通院先の病院や薬局)

・ コントロールはできるようになつた。が、予防、完治を目指し
てほしい

,亀
■

特定リト営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボツト」
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治療・研究と情報提供

課題と提案

写
治療 一課題T

GLが出来ているが、未だに、その治療が浸透していない
・ 地域の保健所で呼ばれる
・ その地域の先生方と、治療について、スタンスが違うので
・ だからこそ、現在の治療について話してください
・ 地域では当たり前で、他の治療を知る余地が無い
・ バンフレットは配るが、紙の上と、生の話は違う

例えば、

,喘息:喘息なんだから、これぐらいはしょうがない
・ アトピー性皮膚炎:ステロイドを使わない治療をします
。食物アレルギー:心配だから、やめておきましょう

｀ ア 特定非営利活働法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ 栞山真理子
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治療 一課題―

5%の 喘息患者さんが、50%の喘息医療費を

・ 喘息を十分治療できない医師が、喘息を診ているのでは ?
―しゃべり場、電話、講演会での質問から

・ かかりつけ医に、まずは行く

・ その先生に知識がなければ、そのまま、音の治療が続く

・ 患者に学ぶ機会、情報提供がされなければ、セルフケアもで

きない

・ 外来に、G日こ基づいた情報がされていることが目安の一つ

診療の現場に、GLに基づいた情報が手に取れる状態で置

かれていること

・ インターネットを使える人ばかりではない事を理解して

0.I==' 
特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ    栗山真理子

治療 一課題/提案―

学会が、専門医を増やす努力を

・ 専門医から、実地医家への、技術移転

・ 実地医家が使えるGLを (アレルギーが得意ではない実地医

家が作成に参加 )

外来小児科学会での経験から

・「ガイドラインも出来ているので、間欠型から軽症持続型の

患者さんは、先生方のところで診ていただけると、学校や仕

事を体まずに治療を継続できますので、よろしくお願いしたい
と思つています。」

・「今の栗山さんの発言に文句がある。私たちに、そんな難し
いことを押し付けないでほしい。」

望 菫1' 特定J卜営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」

18



中に ,

一課題/提案―   ~情報提供

【学校や職場への正しい情報提供】
・ 多くはかかりつけ医、学校医、産業医から
'かかりつけ医、学校医、産業医が、正しい情報を持つている

か、伝えられるか

それぞれの組織への働きかけが大事

医師が、しっかり治療し、

正しい疾患についての知識をしつかり伝えられない限り、

学校、職場で患者は、特別な存在となってしまう。

・ 学校医への正しい治療についての周知

産業医の活用

い
「

=〕

7 特定非営利活動法人ァレルギー児を支える全国ネット「アラジーボットJ   栗山真理子

情報提供 ―提案―

・ 患者会と一緒に作り、患者会と一緒に普及する
・ 実地医家と一緒に作り、実地医家と一緒に普及する
・ 看護師/薬剤師と二緒に作り、看護師/薬剤師と一緒に普及

ペイシェントエデュケーションと同時に

プロバィダーェデュヶ―ション

ー部の医療者や医療関係者が
・ 特別な技術としてのアレルギー疾患を学ぶのではなく
。人口の半分に達する人にアレルギー疾患があるので
・ 医療職として、皆の知っている基礎知識となってほしい

―

lエア  特定非営利活動法人アレ,レギー児を支える全国ネット「アラジーボット」
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‐ 高藤卑題/墨 ♭
班会議の成果物が活用されていない            '
・ 環境再生保全機構の活用

・情報提供のためのパンフレットの作成

新規作成ではなく、班会議の成果物の活用を

利益相反/狭く捉えず、人材の活用を(採択で席を
外すなど)

例 :ガイドライン、セルフケアナビ、
・ 日本医療機能評価機構の活用

・ガイドラインの作成、改訂、活用されやすい形に

ガイドラインに基づいた作成物の評価

評価された作成物のHPでの公開

り ´ _

|「二
′ 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子

情報提供 ―提案ニ
彎ゃr

=´

´

【GLを実地医家の先生が診療現場で使えるように】

・ 今までのような国、地方、学会、医師会、機構等による地域で

の講演会活動
―東京者口のアレルギー対策委員会で、医師会の先生から、「講演会をし

た地方ほど、喘息死は減っている」とのご発言
―喘息、特に成人ぜんそくの患者向け講演会のポスターや案内を、アレ

ルギーを診ている先生の「待合室」に貼る。

・ 診療現場で、「たくさんの疾患を診なくてはいけない」実地医

家の先生がギ簡単に活用出来るツニルを開発

・「患者の自己評価は甘くなる」という理解の、徹底

・ 具体的判断のできるツールとしての、実地医家向けバンフレ

ットの作成

0_
準 ア 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子
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リ コ .

情報提供 ―提案―    ‐

アレルギー関係者が、一体とならた

情報共有のためのMLの設立
・ HPを作る(集める、だけではなく、出かけていく)

・ 請演会、研修会のお知らせをMLで共有する(広報先に困る)

・ 行政(国、都道府県、自治体等)

・ 医療(学会:専門医・研究者、医師会:実地医家・学校医、看
護師、薬剤師など)

・ メディア(新聞、lV、 医療系雑誌など)

・ 患者会(ガイドラインに基づいた情報提供をする、学ぶ意志が
あることなど)

・
具変

としての登録か組織としての登録か"・ 検討の
今
地あり

I壺

=' 

特定ヨト営利活動法人アレルギー児を支える全国ネットrァラジーボット」   栗山真理子

患者にできること/医療者にできること
‐イ

・ 患者がすること

・ 医療者がすること

・ 正しい情報による、正しい治療
。それぞれの役割を、果たす
J患者が分かりやすい、セルフケアのパンフレット
・ 実地医家、看護師、薬剤師などの医療職が利用出来る、即

、治療に結びつく、分かりやすいバンフレット
・ お互いが、お互いから学ぶ心
・ コミユニケーションツールとしてのガイドラインの活用

RI' 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーポット」   栗山糞理子
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卑キリ
患者の気持ち

一番困つていること

・ 専門医と実地医家の治療格差

・ ガイドラインがあるから、混乱するとの声が出るほど、実際に

されている治療とガイドラインの乖離がある場合も"・

・ 医療提供者側の問題にも、目を向けてほしい

一番望んでいること

・ 安全で確実な予防と根治の、―口も早い実現を

そして、長期慢性疾患でも

学校、仕事を体まなくて良い治療環境を

も
il=し

' 
特定リト営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「ナラジーボツト」   栗山真理子

検討した対策実現のための提案

法律でのパックアツプをお願いします
。対象者が、国民の半数に及ぶ疾患であること

・ 折角の施策が、後戻りせずに、実現するために

・ 専門医は、3000名 しかいないので、増やす必要がある
一本当は、かかりつけ医にも十分見て欲しいが・・・・

・ 専門医と実地医家との治療格差

・ 研究と臨床の情報共有
・ 個人、地域、疾患によって、治療に大きな差がある
。都道府県、自治体での実現は、相手任せ

。f地
方を回つて、実現に努力してください」

1言 ダ 特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット「アラジーボット」   栗山真理子
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テレルギー疾患対策の骨子 (案)について 資料 4

平成17年報告書

今後の方向性
1医療等の提供

医療圏毎に、安定時には身近なかかりつけ医に
おいて診療を行い、重症難治例や著しい増悪時等
には専門医療機関において適切に対応できるよう、
円滑な連携体制の確保を図る。

また、診療ガイドラインに基づく計画的治療は、従
来の患者の自覚症状による治療よりも患者QOLの
向上及び効率的医療の提供が図られることが報告
されており、診療ガイドラインの普及が重要である。

2情報提供・相談体制

患者を取り巻く生活環境等の改善を図るため、ア
レルギー疾患を自己管理する手法等の開発を図る
とともに、地方公共団体と連携し、その手法等の普
及啓発体制の確保を図る。

3研究開発等の推進

アレルギー疾患を自己管理できるよう、患者が自
ら抗原を回避するためにアレルギーの原因物質の

特定が可能となる手法及び早期診断手法等を開
発する。
また、有効な治療法に関する情報収集体制につ

いて検討する。

具体的方策

1.医療等の提供
0か かりつけ医を中心とした医療体制の確立
0人 材育成
0専 門情報の提供

2情報提供・相談体制
O自 己管理手法の促進
0情 報提供体制の確保
0相 談体制の確保

3研究開発等の推進
0効 果的かつ効率的な研究推進体制の構築
0研 究目標の明確化
0医 薬品の開発促進等

4施策の評価等

新規報告書 (骨子案 )

今後の方向性
1.医療等の提供
かかりつけ医と専門医療機関、かかりつけ医間、専

門医療機関間における円滑な医療連携体制の確保
を図る。医療連携体制において中心的役割を負う、
かかりつけ医が担うべき役割を明確化し、その基本
的診療技術の習得を推進するとともに、各医療職種
の人材育成の推進を図り、アレルギー疾患患者に統
一的、標準的な治療が提供できる体制の確保を目標
とする。

2.情報提供・相談体制

患者を取り巻〈生活環境等の改善を図るため、アレ
ルギー疾患を自已管理する手法等の普及・啓発を図
るとともに、地方公共団体と連携し、その手法等の普
及啓発体制の確保を図る。

3.研究開発等の推進

難治性アレルギー疾患に対する治療方法の開発と
普及に資する研究を推進するとともに、適切な医療
が提供できる医療体制の確保に資する研究を推進す
る。

具体的方策

1 医療等の提供
Oア レルギー疾患に必要な医療体制の確立
0人 材育成
O専 門情報の提供

2.情報提供・相談体制
0自 己管理の促進
O情 報提供体制の確保
O相 談体制の確保

3研究開発等の推進
0効 果的かつ効率的な研究推進体制の構築
0研 究目標の明確化
O医 薬品の開発促進等

4施策の評価等



進罫米斗 5

ア レルギー疾患対策の具体的方策にかかる論点の整理

1.医療等の提供

(1)ア レルギー疾患に必要な医療体制の確立

<主な論点>
○ 最新の医学的知見を踏まえた診療ガイドラインの改訂及びその普及により、

地域の診療レベルの不均衡を是正すべきではないか

○ アレルギー疾患の管理においては、発作時や増悪時の対応体制のみでなく、

平常時の基礎治療が重要であり、その中心的役割を担うかかりつけ医のアレル

ギー疾患に対する基本的診療技術の習得を推進すべきではないか

○ 地域における医療機関連携の図られた医療体制を確保すべきではないか

○ 不定期受診する患者への対応も検討するべきではないか

○ 喘息死等を予防する医療体制の確保は引き続き継続されるべきではないか

2)人材育成

<主な論点>
○ アレルギー疾患の基本的診療技術を習得したかかりつけ医の育成が必要では

ないか

例 診療における基本的診療技術の策定と普及によるかかりつけ医の育成の推進

最新の医学的知見が反映された診療ガイドラインの普及

医学教育や臨床研修、医師の生涯教育の推進

小児アレルギー診療に携わる人材の育成

○ アレルギー専門の医師の育成を推進すべきではないか

例 関係学会におけるアレルギー疾患を専門的に診療できる医師の育成

アレルギー疾患の全てを総合的に加療できるアレルギー専門の医師育成に

かかる具備すべき技能や具体的な育成

の方法等

地域偏在を是正するために必要な地域における専門医師の育成

○ 医師以外の医療従事者を育成することが必要ではないか

例 保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士等に対するアレルギー疾患の教育の推進
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2.情報提供・相談体制

)自 己管理の促進

<主な論点>
○ 患者及び患者家族が自己管理することが望まれる事項としては、生活環境改善

(食物・住環境等に関する抗原回避、禁煙等)、 罹患している疾患 とその治療法の
正しい把握、疾患状態の客観的な自己評価、救急時対応等が挙げられるのではないか

○ 患者の自己管理マニュアル等の普及、活用を図るべきではないか

○ 地方公共団体においては、関係団体・関係学会等と連携 して研修会を実施する等し
て、保育所・学校・職域 。地域等における自己管理手法の普及を図るべきではないか

○ 医療従事者においても自己管理手法を正 しく認識 し、積極的に患者に指導するべき
ではないか

(2)情報提供体制の確保

<主な論点>
○ 国民及び患者にとって必要な情報を提供することが必要ではないか

例 アレルギT疾患に関する一般疾病情報

生活環境等に関する情報

適切な治療や薬剤に関する情報

最新の研究成果等に基づいた、適切な医療に関する情報
医療機関及びサービスの選択にかかる情報

○ 国民及び患者に、ホームページやバンフレット等を活用した情報提供を行う
べきではないか
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3.研究開発等の推進

(1)効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

<主な論点>
○ 明確な目標設定、的確な研究評価等によリアレルギー疾患に関する研究を戦略的に

実施すべきではないか

○ 研究課題を適切に採択するために、類似する研究課題の統廃合を図ること、政策的

課題に関連するテーマを勘案すること、民間企業や医療機関と国との役割を認識する
ことが重要ではないか

○ 継続的かつ汎用性の高い患者データベース等を構築することが重要ではないか

(2)研究目標の明確化

<主な論点>
〇 当面成果を達成すべき研究分野を設定する必要があるのではないか

例 難治性アレルギー疾患に対する安全かつ有効な治療方法の開発に係る研究

喘息死の効率的な抑止に対する方法の創出と普及に資する研究

○ 長期的目標を持って達成すべき研究分野を設定する必要があるのではないか

例 アレルギー疾患の予防法と根治的な治療法の確立を目的とした、ァ レルギー

疾患の病態 口免疫システム解析と病因解明、減感作療法等に関する研究

)その他

<主な論点>
○ 医薬品の開発促進等に関することについてどう考えるか

施策の評価等

<主な論点>
○ 国が実施する重要な施策の実施状況等について評価するとともに、地方公共団体の
実施する施策を把握することにより、的確かつ総合的なアレルギー疾患対策を講じる
べきではないか

○ 地方自治体においても施策を効率的に実施するとともに、主要な施策について政策
評価を行う必要があるのではないか
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参考資料 1

リウマチ・アレルギー対策委員会の開催要項

○ リウマチ及び気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等の免疫アレルギー疾患は、

長期にわたり著しく生活に支障を来す等、国民の健康上重要な問題となつている。こ

のため、平成 17年にリウマチ対策及びアレルギー疾患対策を総合的口体系的に実施

するべくその方 向性等を報告書にまとめ、リウマチ・アレルギー対策を実施してきた。

○ 近年の医療水準の向上や社会背景の変化等を踏まえ、より効果的な対策を検討す

るため、厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ・アレルギー対策委員会 (以 下「委員

会」という。)を開催する。

リウマチ・アレルギー対策委員会の役

○ 委 員会は、 リウマチ対策及びア レルギー疾患対策についての有識者によ り、こ

れまでのリウマチ対策及びアレルギー疾患対策の評価を行うとともに、今後のリウマ

チ及びアレルギー疾患の対策の方向性及び具体的方策を検討 し、報告書 を策定す

る。

成及び

○ 委員会に参集を求める有識者は、リウマチ対策及びアレルギー疾患対策に精通した

学識を有する者とし、15名 以内で構成するものとする。

○ 会議の庶務は、健康局疾病対策課において処理する。

○ 委員会の開催に関 して必要な事項は、委員長が定める。

作業班の設

○ 委員会の下に、 リウマチ対策及びア レルギー疾患対策それぞれについて、リウマ

チ対策作業班及びアレルギー疾患対策作業班を設ける。



参考資料2

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

平成22年 12月 9日

(独 )国立病院機構相模原病院

統括診療部外来部長

谷口 正実

●

０

０

●

●

●

●

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと



小児アレルギー疾患(AR,AD,BDの
1992年と2002年のそれぞれの学年別有症率の推移

‐ここ10年で小学生のアレルギー性鼻炎:30%増加、
アトピー皮膚炎:減少、気管支喘息:40%増加

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010よ り

年

年

年崚〕”
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ロ

ロ

成人喘息は最近10年で約2倍の増加
健保組合レセプト調査(環境保全機構研究)と藤校住民調査 (厚生科学赤澤班の1部)から

成人喘息増加率>小児喘息増加率?

8.喘 
藤校の有痺率の経年変化
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全国の耳鼻科医とその家族における
アレルギー性鼻炎有病率 1998年と2008年の比較

有輌率

`%〕

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010よ り

日本人一般成人 (20‐44歳 )における喘息、鼻アレルギー有症率
2006年 全国一般住民調査(厚生科学赤澤班)よ り(Fukutomi● t J IAA12010)

男性    女性    全体

撃寵暑籐r   a8% ■0% a4%
医師により確認された
現在の喘息         5.2%    5.6%    5.4%
(=喘息有病率)

花粉症を含む鼻アレルギー  45.3%   48.9%   47.2%



小括①
―有病率と最近10年での変化一

現在の有病率 10年での増加率

小児喘息 約10%～ 2倍

成人喘息 5～ 6% 3倍 (?)

花粉症+鼻アレル
ギー

40-490/o 300/o(?)

小児アトピー性皮
膚炎

10-200/o やや減少

成人アトピー性皮
膚炎

つ
・

つ
・

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

0アレルギー疾患患者数の変化

・ 重症例、死亡例、入院数の変化

・ 医療費の変化

・ 過去の対策の効果

・ 患者からの要望

・ 過去5年間の活動内容

・ 今後の課題、今後行うべきこと
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●喘息死総数や若年喘息死数は,毎年漸減している しかしまだ欧州諸
国より高いままである(特に喘息患者あたりでは多い)
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日本の喘息死亡者奥数の経年変動

喘息予防・管理ガイドライン20∞
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年齢階級喘息死亡数男女別 (2009年 )

喘息死の85%以上は60歳以上である

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010より
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小児 (0～ 19歳 )喘息死の推移
19歳以下の喘息死はここ数年著明に減少した

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010より

-0-4'
-5～ On

・● 10～ 14崚

→_15-19餞

000234“ 00900294

年齢別喘息死亡率の年次推移
高齢者だけでなく30歳以上の喘息死の減少は不十分である

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010より



【国立病院機構相模原病院における成人喘息(大 )発作入院数】
成人喘息入院、大発作入院も10年で1/3に減少

{n}
７。

６。

５。

４。

３。

２。

１。

。

摯 Tota number of asthmo

admiss,on

Tota number ofsevere asthr●

ollo(k

Number ofiCS useres

｀
ヽ 、ヽ _ヽ、、、

、//オ

~~~｀
｀｀`、.、

、

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

"eanSeklya K Taniguchi M et aL投 稿中

全国国立病院機構病院24施設に通院中の成人喘息患者2524例に
おける1995年と2006年における生涯喘息入院回数の変化

‐ 発作入院の既往がない患者が半数以上となつた
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(福冨友馬ら 2010
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小括②
入院、死亡数の変化と課題

・ ここ10年で喘息入院数1/3へ、発作死1/2以下ヘ

・ 喘息死の残された課題
一国際的には十分に低率とはいえない

★★ 高齢者喘息死(合併症?喘息?)
★ 青壮年喘息死(不 定期通院例が主体)

一今後、喘息有病率増加に併せて喘息死亡者数も低下しない?

・ 重症例難治例の残存 (医療費の多くを占める)

―乳幼児喘息

一成人難治性喘息(頻度は5%以下、しかし喘息医療費全体の
50%以上を占めるとされる)

一成人アトピー性皮膚炎

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと



喘息患者一人当たりの年間総喘息医療費
(某健康保険組合加入者約8万人調査:環境保全機構研究秋山班の成績から)

平成11年から19年にかけて一人当たりの喘息医療費は20%減少
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小括③
医療費の変化と課題

。ここ10年で

-1人当たりの医療費は減少(薬剤費比率は増加)

一全体の医療費は増加

・ 重症例難治例の残存 (医療費の多くを占める)



アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと

年 会員数 (A)
認定・認定専門医 構成割合

(0/A)(C/A)
備  考

認定医 (B) 認定専門巨 計 (C)

1989 ●009 700

1990 5,357 8定事目Eは認定Eと重複ll上

995 0,013 1,307 192

1997 7.141 ,475 2t17

1998 7.421 ,500 626

1999 フ.807 ,020 049
"8

2000 7.984 ,704 フ20

2∞ l 8.053 .925 239

2002 8,340 232

2003 ■059 2.001 229

2004 3.950

2∞5/10/501度 改定

2005 ,001 8 2240 2240 242 ,日 Eヘーホ化(■枚||■なし)

2000 8 2450 2450

2007 9.525 8 2.659 2.007

2008 9.774 8 2.010 2020 200

2∞9 9,801 8 ム002

2010 9,日 59 9 2963 2972 301

日本アレルギー学会「 認定医・認定専門医」の年次推移
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小括④
過去の対策の効果のまとめ

・ 喘息死の減少(諸外国より急速な減少)10年で1/2
0大発作や喘息入院の減少:10年で1/3～ 1/2

・ 発作受診回数の減少:8年で1/2鱈境保全機構秋山班レセプト研臭かり
0ガイドラインの普及、治療法の普及

一成人喘息吸入ステロイド薬の普及 :

{Hll)35%か ら (H19)520/oへ (暉境保全機構教山nレセプト観究から)

・ 喘 息 医 療 費 (職 保鎌 鰍 ILuレ セプ団 究かり

―「1個人あたり」20%減少⇔ただし薬剤費割合は増加
―総医療費の増加(←患者数の増加の影響)

・ アレルギー専門医の増加 (lo年で50%増加 )

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

・ アレルギー疾患患者数の変化

・ 重症例、死亡例、入院数の変化

・ 医療費の変化

・ 過去の対策の効果

・ 患者からの要望

・ 過去5年間の活動内容
。今後の課題、今後行うべきこと



Qあなたは、現在の日本のぜん息治療やぜん息医療、アレルギーに

関係する医療に何か望むことはありますか?もしあればご自由にお書
きください。

一Web調査全国2010年施行、2000余例の喘息患者の声から一

A<多かつたコメント(頻度の高かつた順)>①と②が最多
①♂駆翻閣帥儲翻腋ぶ究。ア

レルギーを完治でき
②薬鍛彗碁粛蒋謂 騒難病指定にしてほしい。喘息
③

勇 ヒ増鷲τぜ譲18Fし
て 聯ヽ がれ 医`者が熱 ヽ専門医を

④ 病院へ通うのが大変。病院アクセスの改善。
⑤ 喘息の薬を市販してほしい。
③′騨蒻輩程ろ裏難♂鶏冨異聾響累獅 ヨ晨麓モi馳曇Fア

レ

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

・ アレルギー疾患患者数の変化

・ 重症例、死亡例、入院数の変化

・ 医療費の変化

・ 過去の対策の効果
。患者からの要望

・ 過去5年間の活動内容
。今後の課題、今後行うべきこと
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リウマチ・アレルギー対策委員会 (前5年間 )

厚生科学審議会疾病対策部会専門委員会

(座長 九州大学 水田教授 )

検討事項
1.リウマチ・アレルギー対策の基本的方向性
2.研究の推進
3.医薬品の開発促進等
4.医療提供体制の確保
5.患者QOLの向上と自立等
6.情報提供口相談体制
7.患者を取り巻く環境の改善
8.関係機関との連携

(前5年間 )

アレルギー対策の基本的方向性

1_「 自己管理が可能な疾患」ヘ

2.施策の柱

①医療提供の確保

②情報提供・相談体制の確保

③研究開発及び医薬品開発の推進
3.国と地方公共団体との役割分担と連携
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前5年間でのアレルギー対策の現状と問題点
主なアレルギー対策の経緯

(7)厚 生労働省におけるアレルギー対策
0病院および診療所におけるアレルギー科の標榜 4,480施 設(H14現在)

→ 5,787施 設(H17現在)

0普及啓発
Oアレルギー物質を含む食品に関する表示について
0アナフィラキシーに対するエピネフリンの自己注射用キット
O研究の推進
O花粉症対策における関係省庁との連携
0シックハウス対策

(イ )地
3念蕊署需置急艦

ルギー対策

(ウ )アレルギーに関する専門医療等(日 本アレルギー学会)

0アレルギー認定医制度(S62日 本アレルギー学会)

Oアレルギー専門医制度(H16日 本アレルギー学会)

O専門医 2,300名 I内 、指導医414名】(H177現在)

- 2,851名 【内、指導医 503名〕(H2111現在)

O認定施設 273施設377科  → 460科 (H2111現在)

Oアレルギー専門医致 約16′ 100,000(一般人口)

免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

● 免疫アレルギー疾患を有する患者は国民の30%以上に上り、増加傾向にある。
● 4ヽ児から高齢者まで幅広く薇患し、00Lを大きく損なうため、疾病による社会への損失が大きく、疾患対策
への社会的ニーズも高い。

1財産の確保:活用体制

くアレルギー研究の例>

各種ガイドライン作成と
普及

自己管理、生活環境改
善に資する研究

くリウマチ研究の例>

臨床疲学にD3する
研究

③施策の先 独自 観H7~ニタ
ン より安全で効果的な減感作療法の開発を行う。特にスギ花粉症に対する舌下免疫療法の
有効性についてエビデンスを蓄積し、早期の臨床応用を目指す。

″「EBMに基づいた喘息治療ガイドラインJの 策定、「愚者向けの自己管理マニュアルJ

を作成するなどして、喘息死減少に寄与した (1996年 7253人 -2000年 2340人 )。

レ 花粉症、アトビー性皮膚炎、食物アレルギー等に関する患者のセルフケアマニュアルを作成
すると共に、コメディカリレを対象とした管理マニュアルを作成した。
´ 研究Ifとして全国12箇所で自動花粉測定器を用いたリアルタイム花粉測定を行つており、
花粉曝露と症状との関連等について、研究している。

″ メトトレキサートや生物学的製剤による寛解導入薇法の開発・普及により、関節リウマチの
寛解率が向上した (20∞年85%-2000年 303%).

①国が関与(投資)す

● 2015年 頃までにリウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎等の診療ガイドラインの改訂を
行い、得られた成果の普及を通じて、リウマチ・アレルギー疾患にかかる医療の標準化や均てん化を図る。
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前5年間でのアレルギー対策の現状と問題点
#は世界共通の問題 点

(1)医療面の問題
0適切なアレルギー診療の可能な医療機関 →体系的計画的整備
0#早期診断・早期治療の問題 →ガイドラインによる標準的医療提供+α
Oアレルギー疾患を診療する医師の資質 →縦割り診療科の問題
0アレルギー疾患に関連した死亡 →喘息死対策

(2)情報提供・相談体制面の問題
0慢性期医療管理の問題 →自己管理を可能にする体制整備
0情報の問題 →適切な情報提供と選択
0相談の問題 →適切な相談対応窓口整備

(3)研究面の問題
0患者の実態把握 →経年的な疫学調査システム、情報収集体制整備
0#予防法が未確立 →発症・悪化因子の解明=>予防法の確立
0どの医療機関でも実施できる抗原確定診断法が未確立→正確な原因診断
0#根治的治療法が未確立 →臨床につながる基礎研究の充実

過去5年間での実施状況まとめ
◎十分な成果あり、O成果あり、△やや不十分な成果、X成果無し

・ 医療体制
― 専門医療機関の整備 :△

一 病診連携 :△

一 人材育成 :0～ △

・ 専門医育成:0～ △
・ 準専門医育成(かかりつけ医の準専門医化):△

・ 医師以外の専門従事者の育成:△

・ 情報提供
―診療GLの発行、普及:◎

―標準治療の普及:0～ ◎
―HPや講習会での情報公開、情報提供:0
-相談体制の確保:△ ～O

・ 研究推進 :◎～△
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アレルギー疾患対策

現状、評価、課題

・アレルギー疾患患者数の変化
0重症例、死亡例、入院数の変化

・ 医療費の変化

・ 過去の対策の効果

・ 患者からの要望

・ 過去5年間の活動内容
。今後の課題、今後行うべきこと

今後5年で行うべきこと①(医療体制)

★特に必要なもの、★☆そのなかで特に重要なもの

・ ★専門医医療機関の整備、

・ ★病診連携の整備

・ ★人材育成とそれに対する援助

―専門医を増やす対策、専門医教育

―★★非専門医やかかりつけ医の準専門医化?(臨床
専門医?)

一専門看護師、専門保健師、専門薬剤師

・ 医療の標準化
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今後5年で行うべきこと②(情報提供)

★特に必要なもの、★★そのなかで特に重要なもの

O専門情報の普及、対策
―医師や医療関係者向け

・ 標準的治療方法の普及

・ ★原因把握や診断方法の普及
0相談窓ロ

ー患者、家族、妊婦、一般向け
・標準的治療、正しい治療や対応法の情報提供
・個々人に応じた原因への対策方法に関する情報提供
・ ★予防(発症予防)法の情報提供
・相談窓口

一学校や職場への啓蒙

今後5年で行うべきこと③(研究推進)
★特に必要なもの、★★そのなかで特に重要なもの

実態調査から根治治療開発まで、さらに発症予防ヘ

ー★★基盤となる疫学研究や実態調査の開始と継続、それに対
する援助

―★増加するアレルギーの要因調査と予防法の開発
―さらなるGLの整備、普及(改定、新規作成など)

―★原因(アレルゲンなど)の診断方法の確立、標準化
―★減感作療法(舌下免疫療法も含め)の確立と普及
―★★根治につながる治療法の開発
―★難治アレルギーの解明、対策、治療法
―★喘息死の実態調査とその対策(高齢者、青壮年)

一アナフィラキシー対策、新規アレルギーヘの対応
―その他
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リウマチ。アレルギー対策委員会の報告書 (平成17年 )におけるアレルギー疾患対策の評価

慈策の柱      ‖平成口年策定の方向性等における目1 翼施主体 具体的方策 庭餞 問題点 後の検討課題
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はじめに

リウマチ・ア レルギー疾患の現状

・ リウマチ、気管支喘通、、ア トピー 141り支膚炎、イヒ粉りli、 食物ア レルギー

等の免疫ア レルギー疾患 を有す る忠者数は、厚′li労働科学研究等によ

ると['1民の 30%以 11に も llり 、今後 もl曽力|llLJl向 にあるとされている。

。 しか しながら、 ・般的に、免疫ア レルギー疾患のり

'i態

は |´ 分に解りlさ

れた とはいえず、効果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法は

確立されていない。

そのため、ど、ず しも患者の生活の質 (Qudity Of L樅 i以 ド「=QOL」
とい う。)の維持向 11が図 られていない。

委員会の設置の経緯等

。 これまで、厚生労働省では、 リウマチ・ア レルギー対策 として、研究

の推進や研究成果を活用 した普及λ黎発等を実施 してきたが、必、ず しも

戦略的に推進 されてはお らず、患者への医療提供等について、患者の

ニーズに対応できていない面があつた。そのため、今後の リウマチ・

ア レルギー対策を総合的かつ体系的に実施するため、厚/1科学審議会

疾病対策湘∫会の専|‖lttll会 として リウマチ・ア レルギー対策委員会が

設置 され、 リウマチ対策及びア レルギー疾患対策の方向性等について

審議 を行つた。 また、厚ノli労働省健康局長の私的検討会 として リウマ

チ対策検討会及びアレルギー対策検 :iヽl会 が設置:さ れ、 リウマチ対策及

びア レルギー対策の方向性等に関するより専 |‖]的 な検討が行われた。

・ 本委員会においては、平成 17年 3月 より現在に至るまで、① リウマ

チ・ア レルギー対策の基本的方向性、②研究の推進、③医薬品の開発

促進等、④医療提供体制の確保、⑤患者 QOLの 向上 と自立等、⑥情

報提供 。相談体制、⑦患者を取 り巻 く環境の改善、③関係機関 との連

携、等について議論を童ねてきた。

今般、これまでの議論・検討の結果を取 りまとめたので、ここに報告する。

1‐
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I.リ マチ対策につい

.リ ウマチ対策の現状と問題点

(1)我が国におけるリウマチ対策の現状

(1)リ ウマチ患者の動向

本報(1:il卜 において、 リウマチとは関節 リウマチをい う。聞きlJ[れ た病

名ではあるが、そのり′jl大|・ 病態は未だ |´ 分に解りlさ れたとはいえず、効

果的な文lり1:療 法はあるものの、l・lt治的な治療法が確 アヽされていない。

そのため、りli状 は継続的に悪化するlLI〔 向があり、忠什によっては、強

い疼痛や llド肢σ)機能障 1年 、継続的な治療 と薬剤の投 り‐による‖l作用な

どによるQOIン の低 ドがみ られる。

我が 1可 における1月 節iリ ウマチのイ「り,i率 は 0.33%で 全1可 患考数は約

60万人 と1イ仁l:|・ されてお り 、人 H構造の高齢化等 も影禅 し、患 汁数は

年々増力||す るlLJlllJに あるとされる。

(2)主なリウマチ対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるリウマチ対策

厚ノ11労働省においては、 |`え 成 9イ 11に 公衆術 /11符 議会成人病螂[病 共l策 部

会 リウマチ対策委it会 より、「今後の リウマチ対策について」(:l lllllヤ‖(IF)

として、調査研究の 1イt進 、 |だ 療の確保、イ|:宅 福れ|:サ ー ビスの充実、 1矢 療

従 J「 者の資質向 11、 情報網の確保促進 という掲[点から今後の施策の方向

性が示され、現イ|:ま でに、免疫ア レルギー疾患 ル防・治療研究 J千 業によ

るリウマチのり

'i態

解 |り l、 7台療法のイ珀:ヽ

'等
のための研究が進められている。

その研究成果はシンポジウム、バンフレッ ト等によつて情報提供され

るとと1)に 、
｀
|え成 16イ l112月 から厚ノli労 lflll省 のホームページ Lに 「リ

ウマチ・ア レルギー情報」のページが 1川 設され、 !|:し い情報の普及の強

化が |ヌ1喝 れている。

(hitp://www.1■ hlw.go.jp/1l cl w― i111｀o/kol〕 cl t′ L1/kenkol:/1‐ ytlmac1l i/i ndclx.1l ιI■ l)

また、都道府県等の保健自F等 を対象にした 「リウマチ 。ア レルギー村|

談,1養成イツ「修会」が実施 され、地域における相談体制の確保促進が隊|ら

オ
´
している.

|だ 療機関等における適 LJJな 診陶i・ 治療法び)普 及のために、関係学会等

・ 1 居村茂り1:疫 rFと
忠者実態。厚/li省 長期慢性疾患総合研究 11※ 1ヽ4成 9年度椰F究報告書
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との連携により、「関節 リウマチの診療マニュアル」 等の診療ガイ ドラ

インが作成 され、医療機関等に,1己 布されている。

また、 F`成 8イトよリリウマチ科の自由標榜が認められ、 F`成 14イ li17HL

在、 リウマチ科の標榜施設は病院 と診療所を合わせて 4, 116施 設 と

なつている。

(イ )地方公共団体におけるリウマチ対策

都道府県におけるリウマチ対策は、地域の牛、十性に応 じて |′ 1治 事務 とし

て取 り判[ま れている。 しか しなが ら、現llli点 においては、各都道府りitで

リウマチ患者に 1用 する調査等は行われてはお らず、患子の実態が |´ 分に

把タイ:さ れていない可能性がある。 また、 リウマチに 1用する相談、普及 14

発については ‐定rit度 実施 されているものの、ほとん どの欄;道府 県にお

いて I:「 画的かつ 卜分な対策は行われていない。 (表 1)

(ウ )リ ウマチに関する専門医療等

|1召 和 61年 2月 、日本 リウマチ学会により ・般診療の質の向 11を 1来 |る

ため リウマチ登録 1欠 制度が制定 され、 |1召 和 62イ 1111月 に日本 リウマチ

財団に移管 された。
｀

「 成 17年 6月 現在で リウマチ登録 |だ の数は 3, 8

58名 である。 また、専|‖ l医療の向 11を IXIる ため、 日本 リウマチ学会及

び 日本整形外科学会において認定 |べ 1刊 度が導入されている。 日本 リウマ

チ学会の指導医は 455″!、 専 |‖1医 3,337//1( 「` 成 17年 6月 現在 )

で、日本整形外科学会の認定 リウマチ医は4, 735名 (平成 17イ 113

月現在)で ある。ただ し、 リウマチ専||11の 医師の数については、 Fill道 府

県間で佑1在 があるとの指摘がある。

さらに、 リウマチ・ア レルギー疾患に関す る診療、研修、研究、情報

などに ll‐lす る高度専門医療施設 として｀F成 12イ1110月 に国立相棋ルi〔 病

院 (現 国立病院機構相模原病院)に臨床研究センターが開設 され、平

成 16午 4′iか ら理化学研究所横浜研究所免疫・ア レルギー科学総合研

・2 『関節リウマチの診療マニュアル (改訂版)診断のマニュアルとEBMに基づく治療

ガイドライン』

発行 :平成 16年 4り]作成 :厚生労働省研究lJL

編集 :越智 隆弘 (相棋原病院院長)他
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究センターと共|!可 で、研究が実施 されている。

(2)リ ウマチ対策における問題点

我が 1可 においてはこのような リウマチ対策が実施 されてきたが、これ

らの対策はど、ず しも戦略的に推進されてはお らず、患者への医療提供等

について患者のニーズに適 Lylに 対応できていない 1面 があ り、 1問 題 を残 し

ているといえる。

(1)医療面の問題

(ア )重症 リウマチに対する対策

〇 「
lり 1:リ ウマチの状況

リウマチの長り切経 i邑 を考えた場合、通常、比1交的ソ1:状や機能障害

の軽い場合 (1雌 りi:リ ウマチ)と |11度 な炎り1:が 持続 し1月 節i破壊が急速

に進行する |[り 1:の 場合 (l■りi:リ ウマチ)が あ り、 l「lり 11リ ウマチは リ

ウマチ患 汁の 30-40%を 占めているといわれている。

|`′ 成 14イ 11の 患者調査によれば、 1月 節 リウマチの患者の うち人院

治療を受けている患 静の害1合は約 20%で ある。 (図 1)ま た、平成

11イ 11に 実施 された リウマチ友の会の
;〕月査では、人院患青の うち 1こ

り切||り (3ヶ りl以 11)人院 した者のソiJ合 は 22.0%で あ り患 什のQ
Olン 低 ドの大きな要 1人 |と なっている。

○ リウマチ診療における問題

|ク1療 技術等の進歩により、 リウマチの治療においては、メ トトレ

キサー ト (MTX)等 のルtリ ウマチ薬の積極的な使月l及 びノ|:物学的

製斉1の 登場 ll1/び に人 lil川 節を|ll心 とする外科的治療υ)進歩が図 られ

てお り、 1′Iた きリリウマチ忠Iの減少に
′
奇:′

J^し ている。

しか しながら、 日本の リウマチ診療は総体 として欧米水 4た と較差

はない もσ)の 、ここ数イli抗 リウマチ業の開発や承認の遅れによる診

療内容へυ)影響が指摘 されているところである。

(MTXの 1問題 )

他の 1可 では肢 t)イ「効で安価な薬斉1の
‐つであるMTXが リウマチ

に使り‖さオしているが、 我が 1可 においては、

・添付 文メ十11投 ′テ|たが 8 mg/Wcckの 制限つきでの使月J

‐4-



。添付 文書 11過 去の治療において他の抗 リウマチ斉1等 により十分

な効果の得 られない場合に限 られている。

等の制限がある。そのため、MTXを 中心 とす る治療が徹底できな

かったために重りi:化 した リウマチ患者がいるとの委員の意見がある。

(ノ li物学的製斉Jの ||‖題 )

このような医療の状況の中で、抗 リウマチ薬に抵抗性のある リウ

マチに対する生物学的製斉1の使り||が ‖∫能 となったが、MTXの 1曽 瞳

に制限がある現在の状況では、抗 リウマチ薬による |‐ 分な治療評価

が行われないまま、比較的 !lL期 にノli物 学的製斉Jが投 与・され る‖∫能性

があるとの意見がある。

また、欧米において リウマチ患者のり]期 治療の 1■ 要性が指摘 され

ているところであ り、 日本 もこれに対応できるよう、今後、 |べ 薬 ||ll

の薬事法 11の ノA認内容の変更の検 ::、lや 、それに伴 うIiL期 リウマチに

対する適切な診断・治療法の確 立が課題 となつている。

(イ )治療法の有効性評価 と新薬導入

現在使われている薬剤や治療法の効果の「 F`価 (市販後医薬謂lの 効能評

価)については、 |べ 薬品の内容に応 じた全例調査を義務づけてお り、

特に生物学的製斉1の使用 による紆i核等の感染症の 1川 題や 1嗣 質性肺炎等

その他の有害 lFI象 を検出する体制を整えているところであるが、この

システムで得 られ る知l見 をより効果的に鵬i床研究や刃i薬開発に繋げる

ことができないか との意見がある。

また、海外からの新薬導入 (開 発及び承認)が遅いことから、欧米諸

国に比べて |‐ 分な治療ができていないとの意見がある。

(ウ )患者の実態把握

リウマチ患者の実態については、必ず しも十分に把握 されてお らず、

有効な治療法の確立に必、要な調査や情報収集が不十分である。

(工 )適切なリウマチ診療の可能な医療機関

リウマチ診療の |∫ 能な医療機関の立地については地域により様々であ

るが、より身近な医療機関で リウマチ診療が行われることが望まれる。
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(オ )リ ウマチの診療に従事する医師の更なる資質の向上

厚生労働省では、厚イli労働省研究班 と学会等との連携により作成 した

診療 ガイ ドラインの普及を図つているが、 Z、 ず しも全ての 1欠 療機関に

おいて診療 ガイ ドラインを活用 した標準的な |え 療の提供がなされては

いない。

また、 リウマチは全身の各臓器にわたる病変を対象 とする疾患である

ため、 :|「
ll:1の |ク(自liの 育成にあたつては、内科 1欠 、整形外科 |え 等が縦 1い |

りで診療・教育を行 うことなく、幅広い知1識 をi留 得する必要がある。

(2)研究面の問題

リウマチの疫学、発ソi:ル 防法の確ヽ

'、

|IL期 診断法や新んι治療法のけ‖発

等については、 1呵 を中心に積ホ,:的 な取 り判lみ が進め喝れているが、その

り

'i態

等は未だ |・ 分に解 |り lさ れているとはいえない。

研究実施状況 としては、 |り l確 /tt‖ 標設定とその達成度を適 |11に 評 1‖ iす

る体制が不 1分であるとの指摘がある。
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2.今後の リウマチ対策について

(1)リ ウマチ対策の基本的方向性

(1)今 後のリウマチ対策の目標

1可 の リウマチ対策の日標 としては、 リウマチに関す る 予防・治療法を

確 サし、 ll・l民の安心・安全なノli活 の実現を図ることにある。

しか しなが ら、現段階では先に述べた① リウマチ医療、② リウマチ忠

者の QOlン 、③研究の推進 といった点について1問題点があるため、これ

らの問題の解決を図るためには、施策の優先 日標を定め、 リウマチ対策

を効果的にi偉 じる必要がある。

「リウマチ重症イヒl1/J l11策 の推進」

約 60万人といわれている リウマチ患者の約 30-40%が 籠症 リウ

マチ といわれている。 リウマチの根治的な治療法が確 ヽ

'さ
れていない

状況の中で、その Lド肢の疼痛、機能障 1年 の進行 を防 |11し 患者のノli活

の質を向 Lさ せ るためには、 11L期 診断法やイf効性の高い治療法開発の

推進、適切な |だ 療を効率的に提供できる体制の確 立、利1談 や情報提供

等患者を取 り巻 く環境を整備 し、 リウマチ 重りli化 防 |11を 目指す必要が

ある。今後、 リウマチ活動り馴初り切における liL期 治療法の確 アヽによ り、

‖∫能な限 り人院患者数を減少又は人院り馴1出]を 短紺iす ることによつて、

患者のQOIン の向 11を 図る。

このような取 り判lみ に重点をriき つつ、長期的視点にヽ

'つ

て リウマチ

疾患の ,防及び根治的な治療法の確 立のための研究の史なる推進等を進

め、 リウマチの克服を目指す。

(2)国 と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立

上記リウマチ対策の日標が達成 され るためには、 ll・lと 地方公共団体、

関係IJ体等における役害1分壮1及び連携が重要となる。

国 と地方公共同1体の役害1分担については、 リウマチの特性及び医療制

度の趣旨等を考慮すれば、基本的には、都道府県は、適切な医療体制の

確保 を図るとともに、市町村 と連携 しつつ地域において 1に しい情報の普

及啓発を行 うことが必、要である。 一方、国は地方公共同1体が適切な施策

を進めることができるよう、先進的な研究を実施 し、その成果を普及す

る等の必要な技術的支援を行 う必要がある。
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また、このような行政における役割分lllの 下、厚ノli労働省は患者 |ヽ川体、

「1本 |え 由「会、 |:1本 リウマチ学会、 日本整形外牟1学会、 日本小児科学会、

日本 リウマチ1材
・

|、J等 1周 係 |ヽ川体 Nl1/び に 1期 係省庁 と連携 して リウマチ対策を

推進 していくことが必要である。

(2)リ ウマチ対策の具体的方策

11:i己 の方 lfll′PLを 具体的に達成するため、今後 5年 (｀ 14成 22イ 11度 )を
H途に重点的に取剰[を 行 うり:t体的方策は以 ドのとお りである。

今後の方向性

〇 |ク

`療
等の提供

現時点では、リウマチに 1川 する完全な 予防法や根治的な治療法は 111

発されていない。このため、 予防法や治療法のけH発 は重要であるが、更

に患 者の́QOlン の向 11を 図るために、
Ч
l lniは 1川 節破壊の進展円l l11を 目指

した :Fり 1:イ ヒ防 |11に「[点 をおき、 リウマチ活動期に速やかに寛解導入を図

る初すり1治療を実施するととt)に 、人 111周節を中心とする外科的治療の進

歩等を踏 まえ、口∫能な限 り人院患若を減少 させ、又は人院 してモ)短リリ|で

退1完 しrll会 復帰できるよう、適りJな 人1完医療を提供する。

その際、″jり切1周節炎を1油:患 している患者の リウマチ1艦ウ;|1診 断を的確

に実施することにより、 IILり切診断を実施することが望まれる。

O 情報提供 。‖1談 体制

1可 及び1也方公共|ヽ川体は、患者をllxり 巻くイli活環境等の改善を図るため、

患者 |′ 1己 11川 !手 法の修得、|li報提供体市1の 確保や相談体市1の 確保のた

めの対策をi‖ じる。

○ 研究り‖発等の|イ「進

リウマチ対策研究のり1堤 本的方向性 としては、 11L

よる l「i症イヒのりj l11に 対する取 り組みに重点をお く

選 |りく法のための情‖11又 集体制について検討する。

なお、長りUI的視点に たヾち、 リウマチの 予防法 と

を進め、最終的には リウマチの克服を目指す。

期診断・ ll Lり 切治療等に

とともに、有効な治療

根治的な治療法のりH発



(1)医療等の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

○ リウマチ管lll!に 必要な医療体制

。 Hlに おいては、 リウマチにかかる医療体制を確保するため、 日

本医師会等医療 1月係 |ヽ川体や関係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラ

インの改訂及びその普及により、地j或 の診療 レベルの不均衡の足

ll:を 図 る。また、地域における リウマチ対策の医療提供体制のあ

り方について lf例 集を作成・ |1己冶iし 、都道府鴫t等 への普及に努め

る。

・  このような1可 の取剰[み を路 まえ、欄ふ道府県においては、 |ズ 療 ::ト

山i等 を活用 して、地域における リウマチに関する|べ療体市1の確保

を図ることが求められる。 また、適り,な地域 |べ 療の確保の観点か

ら、地域保健 |だ 療対策協議会等の場を通 じ、関係機 1川 との連携を

|メ|る Z、 要がある。

・ リウマチ患者に対 しては、安定期には リウマチに11午 通 した身近

なかか りつけ医が診療 し、重症難治例や杵 しいナ‖悪‖キには専PЧ 的

な対応が必要である。そのため、りit本的には医療圏毎に リウマチ

診療の専l‖]機能をイfし ている医療機 1川 が必要である。 また、 リウ

マチはほぼ全身の臓器に係わる疾患であることから、このような

専ll:l医 療機関等を支援できるよう都道府方tに 1カ リTは集学的な診

療体‖i」 をイ「している病院を確保する必要がある。また、小児 リウ

マチの医療体制の確保については、Z、 要に応 じて、周辺都道府県

と連携 してその確保を図る。

・ 機能障害の回復や低下を阻 11二 するため、 リウマチの リハ ビリテ

ーシ ョンを行 うことができる環境の確保を図 り、併せて難病患者

等居宅4L活支援事Xの活用を図る。その際、地方公共団体にあっ

ては、高齢者が寝たきり状態になることを 予l1/1‐ するために実施 し

ている地域 リハ ビリテーション推進事業、老人保健法に基づく機

能訓練の活用や介護保険御l度 に基づ く介護サー ビスの活用等も考

慮 し、地域におけるリハ ビリテーション体制の確保に留意する。
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(イ )人材育成

○ リウマチ診療に精通 したかか りつけ|ズ の子〕皮

・ 診療ガイ ドラインにり1堆 づ く治療を行 うことにより、患 什のQO
Lを 向 上させ、効率的かつ適りjな |べ 療の提供を促進できると考え

られ ることか ら、 1可 においては、 日本医師会等 |べ 療関係 |ヽ川体や関

係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラインの普及を図ることで、 リ

ウマチ診療に11'通 したかか りつけ |た の育成に努める。

・ |べ 学教育においては、全IJlの |だ 科大学 ,(|ク(学 部)の教育プログ

ラムの指針 となる 「
|ク(学教育モデル・コア・カ リキュラム」にお

いて、「
1周 節 リウマチの病態 /1理 、りi:候 、診Wi、 治療 とリハ ビリテ

ーシ ョンを説 |り |で きる」等の到達 ‖標を掲げていることか ら、各

大学においては、これに基づいた教育カ リキュラムを策定 し、そ

の充実をIXIる ことが必、要である。

・ 臨床研修において 1)、 現在、経験 ‖標の 1疾患 として リウマチ

が Jilり Lげ られてお り、プライマ リケアの基本的診療能力 として

その ||:し い知|1哉 及び技術の修得が,Rめ るれている.臨床イツ「修を受

けている |クモ師は |′ |る リウマチ診りI(に ついて経験する必要があるの

。 日本 |ク(白「会において実施 している |ウモ山liの
/1:涯 教子Fにおいては、

今後 と1)よ リ ル1リ ウマチに係 る教育が充実されることを望みた

い .

・ 小児 リウマチ診療に彬tわれる人材の育成について、 日本小児科

学会の llitり 利lみ がマ4ま れる。

〇 リウマチ専11:|の |ズ 師の育成

。 リウマチ診療の質の向 ll及 び都道府りltll‖ における リウマチ専 |lll

の医師の偏在足 ll:を 図るため、 1川 係学会におけるリウマチ l与
llllの

医師が適切に育成 されることが望まれ る。 また、 リウマチ診療は

全li伐器に関わる診療 となるため総合的な リウマチ専 |‖ 1の 1反 師の存

イl:が lTl要 とそえられ、関係学会において、そのような l年
|‖]の 医山F

の育成について検 l,ヽlJ~る ことが望ま才Lる 。



・ また、 日本 リウマチ学会の :キ
|IЧ 医と日本幣形外科学会の認定 リ

ウマチ医の認定の基準や 方法等においては、 I与 門医の在 り方 を踏

まえつつ、当 l力 i求 められ る lll l‖ l的 な薬物治療や 手術の 予後に関す

る知li哉 等両分野に共通 しうる :|「 項か ら、統 ‐してい くことが望ま

しい。

○ 保 1/1「 師、看護師、業却l師 等において も、 リウマチ患者に適 L‐yJに 対

応できるよう、知li哉 。技能を高めてお く必要がある。また、保健師、

看護自「については、日本看 li隻 協会の研修 において、今後 ともより ‐

川 リウマチにかかる教育が充実されることが望ましい。

(ウ )診療の質の向上

○ 診療ガイ ドライン

・ リウマチ医療を提供する1欠 療機 lllが 、適りJな治療法の選択や薬斉J

投 与による‖1作用の lILり馴発見等の適切な医療が実施できるよ う、

!r・ 期 リウマチの診断及び治療を含めた診療ガイ ドラインの改訂及

びその普及を図る必要がある。併せて、イ「害事象の知1見 を踏まえ、

ノli物
rF的

製斉1の 適 111使 用ガイ ドラインの作成について検討す る必

要がある。

0 小児 リウマチの診療の質の向 11が |ス|れ るよう、小児 リウマチの診

療ガイ ドラインの作成について検討を行 うZ、要がある。

○ クリティカルパス

・ リウマチ患者が入院治療を受けた場合、適切な人院医療を促進

するため、 リウマチ診療を行 う病院は、病態別重症度別のクリテ

ィカルパスの普及に努めるべきである。

○ 専門情報の提供

・ リウマチに関する研究成果等を踏 まえた専Pl的 な医学情報につ

いては、国は関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確保 を

図る。 また、専門医療機関等からの相談に対応できるよう国立病

院機構本‖棋原病院臨床研究センターに相談窓口を設置する。



(2)情報提供 "相談体制

(ア )自 己管理の促進

○ 自己11■‖する内容

患者及び忠者家族が管理することがギ4ま れる l:な J「 項は以 ドのとお

りである。

・ 生活 11の 7L意点

・ 疾患の lTlり1:化 予防法、治療法及び脚1作用に1周 する 11:し い知1識

。 自己の疾患活 llll,1プ |:に 1期 する !I:し い:i141‖i法

〇 lil己 1lllllの 修得法の普及

・ IJは、 日本 リウマチ学会等 と連携 し、 ll記 内容について効果的

な教育資材等を作成 し、都道府り;い卜や |ズ 療従 '|「 者
‐
等にII己 冶jす る。

。 このような1可 の lllt剰 1を 踏 まえ、都道府鱗t等 においては、「リウマ

チ・ア レルギー‖1談 it養 成イリ「修」を活用 し、都道府 りit lだ 自「会や

関係学会等と連携 して研修会を実施す る等 して、職域や 1也 域等

における |′ 1己 管り|!手法の普及をIXIる ことが求め喝れる.

。 また、 |li‖「村において ()、 ‖S道府県等 と同様の収尉lと して、保

健指導等の場を効果的に活用 し、 リウマチの
|′ 1己 11り |!「 法の

illi‐

及等をIXIる ことが求めらオじる.

。
|え 療従 J「 者においては |′ 1己 11り |!手 法の普及について 11:し く認i哉

し、 |べ 療機 1川 において指導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

〇 1可 L(及 び患什にとってZ、 要な情ヤは

IJ It及び患者にとつて必要な リウマチに1周 する liな 情報は次のとお

りである。

・ リウマチに関する ・般疾病lli報

。 適 L‐JJな 治療や薬剤に1川 する情ヤ‖

・ 〃F究成果等に1川 する最新診療情報
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。
1短 療機関及びサービスの選択にかかる情報

○ 情報提供手段

・ :liし い'Vi報 を効果的かつ効率的に普及するためには、インター

ネットのみならず、パンフレット等を活用した情報提供が必、要で

ある。

01可においては、ilil γ

“

1則係学会等と連携 し、ホームページやパン

フレット等を活りllし て、最新のイ)F究成果を含む疾り

'i情

報や診療情

報等を都道府県等やレ〔療従 J「 者等に対して提供する。

・ 地方公共|ヽ川体においては、IJ等 の発信する情i報 を活りllす るほか、

それぞれの地j或
1欠 師会等の協力を得ながら、|ズ療機 1川 等にlllす る

ヤヽ報をll:Ltに 対して仇りtづ
~る

ことが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

・ 1可 は、地域伯iの 村l談 レベルに格差が生 じないよ う、全 l lNl共 通の

相談員養成研修プログラムを作成 し、「リウマチ・ア レルギー‖1談

員養成研修会」の充実を図る。

・ このような 1可 の取組 を踏 まえ、欄S道府県においては体系的な リ

ウマチ相談体市1の構築、りt体的には、 ‐般的な健康村1談 等は |lj町

村において実施 し、より専|‖ l的 な相談については保健所において

実施す る等を検言ヽ|し 実施することが望ま しい。その際、難病相談

。支援センターとの連携について留意する。 また、保健りTに おい

ては、地域医田i会 等 と連携 し、個々の住民の相談対応のみならず、

市町村への技術的支援や地域での企業等における リウマチ対策の

取組への助 言等の支援が期待され る。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

。 リウマチに関す る研究をより戦略的に実施す るためには、研究

企画・実施・評価体制の構築に際 し、明確な日標設定、適切な研



究評価及び効果的なフィー ドバックが重要である。

1可 は研究の採択に当たつて免疫ア レルギー疾患 予防 。治療研究

事業の中でテーマの灯i似 している″F究 課題の統廃合を進めるとと

もに、政策的課題 に関連するテーマを|り 〕確化 し公募課題に反映 さ

せる必要がある。なお、国が進めていくべき研究課題は、民 ||‖ 企

業と国 との役割を認 :i哉 しながら、研究
:|「

業の :ilal‖ itt it会 の意見を

路 まえ、課題の決定を行 う。

イ「効な治療法選択のための情報収集体制の検 :討
‐

治療効果 t)含 めた リウマチ患キの動 1占 lを 通りjに把 J囃 することは、

|11に 疾患統計とい う視点のみならず、病因、病態、治療、 ル後等

の研究を効果的かつ効率的に進める 11で 1[要 であることか ら、科

学的根拠に基づいた縦断的な定点掲l測 体制等の構築が必要である。

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

平成 22イ lt度 までに研究成果をイ1ド,れ るよう、次のイリ「究分野に関し

て lTlノ∴t的 に夕「究を|イた進していく。

② 長期的目標を持つて達成すべき研究分野

11記 の重症化防 111に 関するり「究に取り利lみ つつ、病因 。り

',態

(免疫

システム等)に関する史なる研究を進めてリウマチの克服を目指す。

(関節リウマチ重症化防止 )

〇 治療効果 。「[り 1:度 を把]九:す るための指標の1川1発イリ「究

〇 薬斉りのイ「lif:li象 を把握するための研究

○ ≒lり切リウマチの実態把タィtと 診断・治療方法のィ漁:ヽア

関笛破 壊等が進行する前に,L解導入を目指す lr・ りり|1月 節 リウマチの的確な診

断と適切な治療の確、ア

○ 常Lり 切における 予後の 予測とそれに基づく治療方法の開発

○ 外科的治療法の開発

手術適応、リハビリテーションの適応基準の確 サをすすめ1川飾i機能のIHI復

のためのプログラム確立を目指すとともに、医療用りt等の開発も進める。
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(関節 リウマチの予防法と根治的な治療法の確立 )

○  リウマチの病 1大|・ 病態に関す る研究

。 リウマチの遺伝的要因、環境要休|の 分 F・機 l・lYlに 関する研究

・ リウマチの免疫抑制に関する研究

・ リウマチの骨・軟骨破壊抑制等に 1川する研究

○ リウマチの先端的治療に関するイリ「究

。 各病態に応 じた治療法の確 、ア (疾患制御の効果についての介人

試験のデザインとその !争r価等や費川文l効果分析等)

③ その他の必要な研究

○ 発りli危険因 rに lllす る樹「究

‖:確 な患者数の把握のみな らず、病因研究が推進 され るよ う発

症危険仄|ル の検索のための疫学研究の実施を検 liヽ|す る。

○ イ11会的にも 1■要である高齢者の関餌i障害について、遺伝的素 lAl、

関節構造の不整、過負荷、加齢等の隊lrを 含めた病態解明を進め

る必要がある。

(ウ )医薬品の開発促進等

・ 日本は欧米 と比較 してMTXの りll htが 違 う点において、患者は

治療法の選択肢が狭められているとの指摘があることか ら、欧米

程度の医療水準が確保 されるよう、新薬開発の促進が図 られ てい

く必要がある。また、安全性 。有効性を確保 しつつ、国は、適り]

な外国データがあればそれ らも活り11し なが ら、医薬 ll占 の薬 寸f法 Jl

の承認に型1た つて適切に対応 してい く必要がある。

・ 国においては、優れた医薬品がより早 く患者のもとに届 くよ う

治験環境の確保に努めるとともに、有害事象を的確に把握できる

よう医薬品の市販後調査の在 り方を検討する必要がある。

(4)施策の評価等

○ 政策評価

。 国においては、国が実施する重要な施策の実施状況等について評
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価 し、また、地方公共 |、川体の実施する施策を把 Jぅ:す ることにより、

より的確かつ総合的な リウマチ対策をi社 じていくことが重要であ

る。 また、地ノブ公 共|ヽ 川体においても1可 の施策を路 まえ、連携 を模

索 し、施策を効果的に実施するとともに、 li要 な施策について政

策評1価 を行 うことがマ

`ま

しい。
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Ⅱ.ア レルギー対策につい

1.ア レルギー対策の現状 と問題点

(1)我が国におけるアレルギー対策の現状

(1)ア レルギー疾患患者の動向

○ 疫学0「究

平成 4年度か ら 6イ 11度 にかけて実施 された厚ノ|:科 学研究σ)全 1可 調査

(「 ア レルギー疾患の疫学的り「究」(りI長 :1川 西午L力 病院  i河イド樹先41))

によると、何 らかのア レルギー疾患をイ「する考は、矛L児 ;28,97)、

幼児 :39.1%、 小児 :35.2%、 成人 ;29.1%で あった。 こ

れ らの結果は、我が 1可 全人日の約 3人 に 1人 が何 らかのア レルギー疾患

に伸:忠 していることを示 している。

○ 平成 15年保健福れL動 向調査 アレルギー様症状

。 調査の概要

F`成 15年 |ヨ 民生活基礎調査の調査地区か ら川化無作為詢|1出 した全

国の 300地 区内におけるすべての |ILIIT員 41, 159夕 :を I〕‖査の客

体とし副H査が行われた。

・ ア レルギー様症状があった者とその診断があった者の状況

本調査によると、この 1イ 111‖1に 、皮膚、呼吸器及び ‖鼻の各りi:状 の

いずれかのア レルギー様症状があつた者は全体の 35。 9%で、この

うち、ア レルギー診断のあった者は全体の 14.7%で あった。現在

ア レルギー様症状のある者で |べ 療機 lllに おいてア レルギー診断を受け

た者の1いl合 は半分に至っていない。 (|ス12・ 図 3)

・ ア レルギー疾患対策への要望

今後のア レルギー疾患対策について要望があると答えた者は全体の

57.5%で 、その主な内容は、「医療機lll(病 院・診療所)にア レル

ギー専 P号 の医師を配置 してほしい」、「アレルギーに文lす る医薬 :マ 1の 開

発に力を入れてほ しい」、「ア レルギーに関する情報を積極的に提供 し

てほ しい」であつた。 (表 3)
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O llllll);ll疾 患毎の状況
¬

。 気11支喘壇、

気管支叫li迎、は小児・成人ともイ
li々 1曽 りJII傾 1占 lに あり、小児のlll:遭、は過

去 30イ lill‖ で 1%か ら5%に 、成人σ)!1希 遭、は 1%か ら3%に よ‖加 し、

現イI:約 400万 人が気管支町11虐、に11:患 していると考えられる。(IX1 4)

。 ア レルギー性鼻炎・花粉り11

花粉りilの 原体|や 発り1:状 況は各地方のllll物の種類や花粉の数によって

)tな る。例えばスギ花粉りi:は イヒ粉が飛ばない北海道や沖剖Lで はほとん

ど見られない。
｀
陶」え13イ 11に 実施 された,け |ヽ‖法人日本ア レルギー協会の全1可 調査に

よれば、スギ花粉りliの イ「病率は、全国平均で約 12%で あった。

|`′成 7イ 11に スギ花粉り1:に ついて 千葉県で実施 された調査によると、

小中学ノ11の感作率、発り1:率 は全体的にイll齢 が 11が るにつれて llケ「し、

20～ 40歳 までの 1午 ‖|二 年では感作率は 60(/)を 超え、抗体陽性キの

発りi:'ネ
'も

557)を′ヒえてピー クを示す。 しか し50歳以 Lでは、ノJII齢

とと1)にオ惑141'率
`、

 子こりli率 はともにわ丈少司
‐
る。

・ ア トビ'―
14:皮膚炎

ア トビ'― 性皮膚炎のイ|り11率 は、 |ヽ′成 4イ liサ

IFイ
|:省 児童家庭力:サ 1寸 r‐ 術ノ

|:

課の全 1可 調査によると、乳児 6.6%、  1歳半児 5.3%、  3歳児

8.0%で あつた。

1`4成 12イ |:度 から 14イ ll度 にかけてり:Fノ 11労働不斗″`iた イツFグピで実方Lさ オした

全 1可 調査 (「 ア トピー性皮膚炎υ)患 者数の実態及び発り1:。 悪化に及ぼ

す環境 1人lrの 調査に 1川 する研究」 (|:任イツ「究什 :山 本ケ|‖ |:広 島大学夕l

誉教授))に よると、 4ヶ 月児 ;12.8%、  1歳 ｀
降児 ;9.8%、

3湯モリ己: 13  27)、  /卜
′`yt lィ

11ノ|:; l l.8%、  ノlヽ ′γ16イ llノ li; 10.

6%)、 大学41i;8.2%で ある.こ れ らの結果かいみると、本りilの有

り1:率 は｀
14成 4年の調査結果 と比較するとなお増川1傾 1占 lに あるようにみ

えるが、 1占i調 査の診断りiに準が同 ・であったか否かの検 lilFは なされてお

弓ず、 :11純 に比較することは妥当でないとの意見もある。

*3｀
「 成 14年 リウマチ・アレルギー対策委it会 「リウマチ 。アレルギー研究 rJ il卜 」ょり
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名 IL・ 屋地区においては、昭和56イ 11か ら幼児・学厳(3～ 15歳 )を

対象とした縦断調査が実施され、|イ{和 56年のイ「症率は2.9%であ

ったが、 陶ヽ成4年には6.6%に 1曽力||し た。 しかし、 1`句戊4年以降は

イ1‐意な増加はみられないことが報告されている。

・ 食物ア レルギー

1`4成 12イ 11度 から 14イ li度 に厚ノ|:労働科学研究で実施 された I]月 査

(「 重篤な食物アレルギーの全 1可 調査に関する研究」 (分夕lイフF究 者 :飯

倉洋治 1昭 和大学 |だ 学湘S教授))に よると、食物ア レルギーを起こす原

因としては、鶏卵 (約 39%)、 ノ
11平LO乳製 :ll:(約 16%)等 である。

また、 14成 15イ li度 から 17年度の厚生労働科学研究 「食物等によ

るアナフィラキシー反応の原 1大1物質 (ア レルゲン)の確定、 ルl1/」
・ 予

知法の確 、アに関する研究」 (1:任研究者 :海老澤元宏 1可 りヽ,j院機構本‖

模原病院臨床研究センターア レルギー性疾患研究剖S氏 )等によると、

食物アレルギーは小児に多い病気であるが、学 rに期、成人にも認めら

れ、その制合は、平L児 が 10%、 3歳児が 4～ 5%、 学薔t期 が 2～ 3

%、 成人が 1～ 2%と いわれている。

○ アレルギー関連死

平成 1511人 口動態統計によると、ア レルギー疾患に 1期 連 した死 亡者

数は 3, 754名 で、その うち 「叫|:旭、」による死亡は 3, 701名 (9

8.6%)、 「スズメバチ、ジガバチおよび ミツバチ との接触」による死

亡は 24名 (0.6%)、 「有害食物反応によるアナフィラキシーショッ

ク」による死 亡は 3名 (0 1%)であつた。 (|メ15)
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(2)主なアレルギー対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるアレルギー対策

○ り

'i院

及び診療所におけるアレルギー科の標榜

・ 平成 8年 より医療法上の標傍科 としてア レルギー牟|が 認められ

た。 1ヽ4成 14年現在のアレルギー科の標榜施設は病院 と診療所を

あわせて4, 480施 設となっている。

○ 普及・幣発

.サ :Fノ
littll」lll省 では、イ,「 究成果を活用 した I午 及藤発として、次の施

策を行ってきた。

① 均 ‐な治療の普及のために、1則 係学会等と連彬ちし、診療ガィ

ドライン午卜を作成して|ク銚 機関等に配lf

② 各種アレルギー疾患についてわかりゃすく解′診[し たバンフレ

ットを作成し、広く一般1呵 ltに情報を提供

③ 1`4成 14イ 11に は、アレルギー疾患のこれまでの研究成果をと

りまとめた「リウマチ・アレルギー研究 |′ |:|:」 を作成 し、都道

りltl:り it々 }′ lヽi己 rli

。 また、欄∫道府りlい卜の保 1/tF自

"等

を対象に した 「リウマチ・ア レル

ギー‖1談 it養 成イリ「修会」等を実施 し、地域における相談体制の確

保促進を図っている()

・ 1`4成 16年 12月 か′)サ 1ヽノ littlrlll省 のホームページ 11に 「リウマ

チ・アレルギー情ヤ‖Jυ )ページをりH設 し、 !|:し し寸li報 の )午及の強

イヒに多子めている。,

(httpi//w― nlhlw 3ojp/new― inb/kobetu/kenkou/ryunlachiハ ndex htnll)

・ 1`4サ J支 17イ ll春 は、 全1可 的に観測史 ll l, 2位 を争う多さのイと粉

が飛散すると予測されていたため、厚生労lJljl省 は花粉の飛散が本

格化する前から「緊急対策」として、 11:し い情報に基づく花粉り1:

の ■1坊 や |IL期 治療υ)史 なる徹底を進めてきた。具体的には、国民

に対
´
し、 イと1分力i:に 1井|ザ

~る
J:し い|ギiヤ腱を提夕tづ

~る
ととt)に 、 イと1分 に

できるだけさらされないよう|:|ら 予りJし 、Z、 要があれば lllめ に医

療機関を受診して t)ら うよう呼びかけた。また、|べ 療従lf者 等に
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○

対 しては、通切な治療がなされ るよう、診療ガイ ドラインの周知l

徹底等を行つた。

アレルギー物質を含む食 lキ ||に 1川する表示について

・ 食物ア レルギー疾患をイ「する者σ)健康被 1年 の発生を防 ILす る観

点か ら、ア レルギーをは じめとした過敏症を悲起することが知 ら

れている物質を含む加 11食 ll占 の うち、特に発り11数 、重篤度か らllJJ

案 して表示するZ、 要性の高い小麦、そば、卵、平L及 び落花ノ11の 5

:T:Hを ル1(羽
‐
料 とする力IHi食 lll:に ついては、 これ らを力:(材料 として

含む旨を記 1茂 することを食 lll:術 生法で歳務づけ、 |`′ 成 13イ |:よ り

施行 している。また、その他ア レルギーの発り11が 見 られる 20:鴇

日についても、法的な義務は課 さないものの、ア レルギー疾患を

有する者への情報提供の ‐
環 として、当該食lT!を 原材料 として含

む旨を‖∫能な限 り表示するよう努めるよ う、同イllよ り推奨 してい

る。 また、こうした |1川 度を川知1す るため、パンフレッ トやホーム

ページ等を活用 している。

アナフィラキシーに対するエピネフ リン |'1己 71:身、1川 キッ ト

・ エ ピネフリンは、その交感神経刺激作用により、気管支痙攣の

治療や急性低 1lLサ |:。 アナフィラキシーシ ョックの補助治療等に |IL

界中で使用 されてお り、これを li l己 71身寸
‐
す るための緊急処rtキ ッ

トが開発されている。本 j・

llに おいて蜂 毒に起因するアナフィラキ

シーにより年間l約 30人の死 亡例が報告 されている。 一方林野庁

では、平成 7年か ら職員を対象 としてアナ フィラキシーシ ョック

に対す る緊急治療薬 としてエ ピネフ リン自己7L射用キッ トを1輸 入

し、治験に準 じた使用を開始 した。厚ノL労働省は、｀F成 15年、

峰毒に起因するアナフィラキシーシ ョックの補助治療斉Jと しての

輸入承認 を行い、平成 17年 3月 、峰毒に限 らず食物及び薬物等

に起因す るアナフィラキシーについて新規効能追加の承認を行つ

た。 このことから、医師のインフォーム ドコンセン トを前提 とし

た処方が可能 となった。

研究の推進

・ 厚生労働科学研究費補助金により、平成 4年度から、ア レルギ

○

○



○

―疾患についてそのり

'i隊

卜 病態解 |り 1及び治療法のり‖発等に 1用 する

総合的な研究が開始されている。

・ また、｀
|え 成 12イ li1 0月 に1可 アヽ相棋ルi(病院 (現  1可 アヽ病院機構

相模原り

'i院

)に鵬i床研究センターを開設 し、ア レルギー疾患に関

する臨床研究を進めている。 さらに、
｀F成 16年 4月 から理化学

研究りT横浜研究所免疫・ア レルギー牟|″

｀
二総合研究センター との 1川

でアレルギーワクチン開発等の共同研究が実施されている。

花粉りi:対策における1川係省庁 との連携

。 ネll会 |‖ l題化 している花粉りliの 諸 ||‖ 題について検 l:ヽ|を 行 うため、

文劇
`科

学省、厚′
littlrlll省 、農林水産省、気象庁、環境省で構成す

る「花粉りi:に 1用 する1川係省庁111当 者
・
連絡会議」が設「

rtさ れてお り、

必要な情 Fヽ‖ 交換を行つている。

シックハウス対策

・ シックハウス症候群 とは、近イ11の イロ七の高気密化等により、建

築 4・4‐ 等か る発ノ|:す る化学物質等による案内空気汚染による健J(影

響のことであ り、その力i(1人|と して :|:′ 撃によるもの、ア レルギーに

よるもの、その他 |り 1確 でない t)の 等があげられ る。厚 /11労働省に

おいては、ル|(1大1解り]、 実態把握、診断・治療法等に 1川 する研究等

を実施 し、 |`′ 成 16イ 112月 には 「宅内空気質健康影響研究会」に

よりそれ までに厚ノli労 働科学研究等で得 られた |ク(学的力1見等の整

り|!。 報 (lF il十 のとりまとめが行われた。

.サ iFノ
|:労 lJlll省 は、 1`4成 13イ li度 までに、 13種類の化学物質の室

内濃度指針値等を策定、 1`4成 15年 4月 より、建築物における術

イ|:的環境の確保に1則 する法

`11に

基づ く特定建築物における室内空

気中のホルムアルデ ヒ ド1止 の測定の裁務づけを行 うとともに、 |夕(

療機 1月 においてア レルゲン等を除 去 した環境 ドで診断、治療等を

行 う「クリーンルーム」υ)整備等を行っている。

。 また、 r`成 12年度より「関係 省庁連絡会議」を設置 し、厚 41

労働省は 1月係省庁と連携 しつつ総合的な対策を推進 している。

〇
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(イ )地方公共団体におけるアレルギー対策

都道府場tに おけるア レルギー対策は、地域の特性に応 じて |'1治 J「務

として取 り組 まれている。 しか しなが ら、 |キ 及幣発や‖1談 窓 ‖の設置

などは比較的取 り組lま れているものの、医療計μl 11ア レルギー対策 を

定めているところは少ない。 また、市町村や 1川 係 111体 等 との連彬ちを図

っているところも少ないなど、各都道府り:t llり には 1交 ノ|:が あ り、その対

策はZ、ず しも |・ 分なものとなっていない。 (表 2)

(ウ )ア レルギーに関する専門医療等

|べ 療の水準を漕iめ ること、患者や患者の家族か ら見て医療施設や医

師 1‖ 人の専1llを 承知|し て診療を受けられるよ うにすること、医療施設

及び 1医 師が利l rl_に その専 |‖lを す ぐ1到 るようにす ること等に役 ヽ

'つ
こと

を目的 として、‖イイ和 62イ 1110月 、 日本ア レルギー学会によ リア レル

ギー認定医制度が制定 され、 |`え成 16イ1111月 か し専|lll医 制度に ‐
本

化 された。平成 17イ 117月 現イ|:で 専門医 2, 300名 (う ち指導医 4

14名 )が 認定されている。学会の認定施設数は、 273施 設 377

科 (IJNl科 185が |、 ノlヽ 児科 95牟
|・ 、耳鼻11月‖侯利・23科、皮 llli科 33牟

|・ 、

眼科 l科 )で ある。人 |110万対比のア レルギー 専|!ll lだ 数は約 1.6
である。今後、学会において適りJな :年

|‖ ll欠 数の水準等を検鳥Eし つつ、

適 L‐/」 な認定施設と専Pllべ の確保が求められる。

う
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(2)ア レルギー対策における問題点

我が 1可 においてはこのようなア レルギー対策を実施 し、欧米のアレルギ

ー診療水 71奎 との較差はないが、これ ら対策は必ず しも戦略的にlll進 されて

お らず、また、患者への |だ 療提供等について患者のニーズに対応できてい

ない 1白 iが あ り、 |IЧ 題を残 しているといえる。

(1)医療面の問題

o 適 L‐JJな ア レルギー診療の‖∫能な医療機関

・ ア レルギー診療の‖∫能な医療機 1川 の 立地については地j或 により様

々であるが、その実情や在 り方について、地域において体系寺:て て

諄|・ |,if的 に整川!さ れていないのが現状である。

|14リリl診 |ツiの 1出 1題

・ 患 者の l[り i:化 をりjぐ ためには :ILり UI診断、llLリリ1治療が :Ti要 であるが、

そ のためには発りi:IIL期 の患 者
‐
や軽りilの 忠者 を診療す る ‖∫能性が高

い、 j也域 の |ズ 療機関の
|ク

`師
におけるア レルギー疾患管理能力の向 11

が「l要 である。 しか しなが ら、必ず し1)全ての
|ク(療機 関において診

療 ガイ ドラインを活り||し た標準的な |ク(療 の提供がな されていない。

(IX1 6)

ア レルギー疾患を診療す る1欠 山「の資質

・ ア レルギー疾患は樅患臓器が全身各臓器 にわた り、乳幼 児期か F)

高齢期まで全イ11齢肝1が罹患す る疾患群であるので、ア レルギー診療

には llllll広 い知li哉 が
`ど

、要となるが、現イl:は 各診療科が縦割 りでそれぞ

れの診療を行っている場合が多い。

アレルギー疾患に1月連した死亡

・ 脳 liL41疾 患・悪性新4i物等と異なり、アレルギー疾患は ‐般的に

死に至ることが少ないり,j気であるが、イ
1lⅢl約 4, 000人がアレル

ギー疾患により死亡している。

とりわけ喘′自、死対策は喫緊の課題であるが、わが111に おける叫|:迎、

死は減少傾向にあるとはいえ、未だ先進1可 群において高い死亡率を

示している。そのルi〔 1人|と しては、叫li虐、発作についての認識不足や不

○

〇

○
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定期受診等、忠者側の要隊|が 大きいとされている。また診療側では、

診療 ガイ ドラインに基づいた継続的かつ計画的な治療管馴1が 喘′日、死

をイ∫意に減少 させるとされているが、その普及は |・ 分 といえない。

(2)情報提供・相談体制面の問題

○ 慢 1ザ Lり馴|え療管理の|‖ l題

・ ア レルギー疾患については、抗原 ll ll避 等のノ11活環境や41活 i岬 1ツ1の

改 善、日常 |‖支薬11理、疾患状態の客観的自己評fllli及 び救急時対応の

手法について ljlら 習得 し管理することで、QOlン の向 11を 1文|る こと

ができるが、現||キ点では必ず しもこういつた内容に 1則す る適切な疾

患管り|!が 患者 lil身 によって |‐ 分に行われてお らず、またその習得方

法の確 アヽや |キ及 ()完 全ではない。

0薬 斉J‖1作用の|‖ 1題

ア レルギー疾患の治療においては、炎り1:を 打lえ る薬物を長期投 liす

ることが多いため、脚1作り11の ‖l題が lTl‐ 要である。疾患によっては診療

ガイ ドラインにおいて局リツT抗炎症薬が推奨されているが、患者の診療

に対する意志に頼るところが大きいこと等から、実1県 には !|:し いり失患

治療管理がイロDれていないことがある。現状において Z、ず しも薬斉Jの

副作用について |liし い知1識が普及 していないため、患者は薬斉」の品1作

りll発 現に気づかず合併症を併発 したり、もしくは日1作用を恐れて怠薬

した りしていることがある。

○ 情i報の 1問題

・ 情報の氾濫

インターネ ットの普及等によ リア レルギー疾患に関する各種の情報

が入手できるようになつた。 しか し、いわゆる医療 ビジネスや民 1綱 療

法に関する情報も普及 し、中には健康に悪影響を及ぼす誤つた情報や、

不適切な情報等があり、国民が lliし い情報を取捨選択するのが困難な

状況にある。 また、|]民か らは、ア レルギーに関する適切な情報をさ

らに積極的に提供 してほしいとの要望もなされている。

○ 相談の問題

1劇 人差はあるものの、アレルギー疾患患者は長刃1的 にQOIン を損な う

う
Ｚ



恐れがあ り、心メ|!的 負担がかかるため、ア レルギー疾患を管理す る 11で

はカウンセ リング等の心理的支援に 1)留1意 した適切な‖1談対ルL(が ど、要で

ある。現状では、Z、 ず しもすべての‖S道府りIt等 において、本|1談 業務をは

じめとした |・ 分なア レルギー疾患に関する対
・
策が「什じられていない。 ま

た、国において実施 している相談it養成研修会においてもその点につい

て |‐ 分な対応ができているとはいえない。

(3)研究面の問題

〇 患 者
・の実態把夕41

1可 において、アレルギー患 考の実態についてはど、ず しも |´ 分に把握 さ

れてお らず、イ「効な治療法の確 、アに必要な情報収集 14/‐制が確 立されてい

ない。

〇 ルllJJ法 が米イ静:立

アレルギー疾患は遺伝要休|と 環境要休|が 1月 り・しているといわれている

が、多様なルi(1人卜 悪化1人 lr‐ はイ|:齢によっても1‖ 々の患#に よつて t)それ

ぞオし)tな るとさオし、 ル|ツJ法が確 アヽしていない。

〇 どの |だ 療機 1川 で 1)実方Lで きる抗原確定診陶i法が未確、ア

減感作療法や抗原 |口 1避 等の抗原に特異的な治療を実施するためには、

ア レルギーのル|(休 1物 質の特定は必ガ1の 前提条件である。現在、ア レルギ

ー疾患の原 1川 物ワ1の 確定診断には抗原の負荷試験が Z、 要で、負荷試験は

危険を伴 うin vivo試験であるため、限られた専|‖ 1施設で しか実施 されて

いない。 よって、|りと|1寺 点では必ず しもアレルギーの原因物質が特定され

ていない状況で治療が実施 されている状況である。

○ 根治的治療法が米確 t
ア レルギー疾患に関する研究の成果 として、徐々に発りi:機序、悪化 1人 |

r等 の解 |り lが 進みつつあるが、その免疫システム・病態はぃまだ |・ 分に

解 |り lさ れていないため、ア レルギー疾患に対する完全な 予防法や根治的

治療法がなく、治療の中心は抗ルi(卜JI避 をは じめとした生活環境確保 と抗

炎りli斉1等 の薬物療法による長期的な対りli療 法 となっているのが現状であ

る。免疫ア レルギー疾患に関するわが ll・ lの 基礎研究は 1世 界水 4上 にあると
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2.今後のアレルギー対策について

(1)ア レルギー対策の基本的方向性

(1)今後のアレルギー対策の目標

|1可 のア レルギー対策の日標 としては、ア レルギー疾患にIHし て、予防・

治療法を確 アヽし、 1可 Ltの安心・安全なノli活の実現をIXIる ことにある。

しか しなが ら、従来の対策では先に述べたような医療 lniで の1問題、患者

υ)QOIン の低 ドの |ハ 1題 等がノ11じ てぉ り、これ らの ||‖ 題の解決を図るため、

施策の優先‖標を定め、ア レルギー対策を効果的に講 じる必、要がある。

「
|り 1己 管Jlll‖∫能な疾患」ヘ

患者のQOIン の維持・向 Lが 図 られるよう、ア レルギー疾患の !■ り11化 を

予防するための 日常ノli活 における管理や 1欠 リス(の提供が「l要 である。 このた

め、アレルギー疾患υ)|′ 1己 11り |!を ‖∫能 とするためには、身近なかか りつけ

|べ をは じめとした 1矢 療 1川 係考等の支援の ド、患者及び患者家族が Z、 要な |ク(

療情 報及び相談を得て、治療法を ll:し くllll解 し、ノli活 助t境 を改 iキ し、また

|′ 1分 の疾患状態を客観的に評1‖ iす る等の
|′ 1己 11理 が必要である.

なお、このようなllxり 剰lみ に il点 をド
Jlき つつ、長期的視点に アヽつてア レ

ルギー疾患の 予防及び根治療法の確 サυ)た めのイリ1究等の史なる|イ「進を進め

ア レルギー疾患の克服を目指すこととする。

(2)国 と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立

ll記 ア レルギー対策の H標 が達成 されるためには、IJと j也 ノブ公共111体、

関係 |ヽ‖体等 との役割分lll及 び連携が l重 要となる。国と地方公共|ヽ川体の役割

分‖1に ついては、アレルギー疾患の特性及び 1欠 療制度の趣 旨等を考慮すれ

ば、基本的には、都道府県は、適切な|だ 療体制の確保を図るとともに、 |lj

川
l・村 と連携 しつつ j也域における 11:し い情報の普及孵発を行 うことが必要で

ある. 方́、 1可 は地方公共|ヽ川体が適りJな 施策を進めることができるよう、

先進的なイツF究 を実施 しその成果を |キ 及する等のZ、 要な技術的支援を行 うZ、

要がある.ま た、このような行政における役割分111の ド、厚 /li労 働省は患

者|ヽ川体、日本医自「会、日本ア レルギー学会、日本小児科学会等関係 |(‖ 体並

びに 1川 係省庁 と連携 してア レルギ‐対策を推進 してい くことが必要であ

る。

う
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(2)ア レルギー対策の具体的方策

11記の方 1旬性を具体的に達成するため、今後 5イ 11(平成 22年度 まで)

を‖途に吼点的に取剰lむ 具体的方策は以 ドのとお りである。

今後の方向性

○ |ズ 療の提供

基本的には医療 1巻1毎 に、安定時には身近なかか りつけ医において診療

を行い、重症難治例や箸 しいllYl悪 時等には :l「
|‖ ll欠 療機 1川 において適り]に

対応できるよう、円滑な連携体制の確保を図る。

また、診療ガイ ドラインにり:【 づ く計画的治療は、従来の患者σ)lll党症

状による治療 よりも患者 QOIン の向 11及 び効率的医療の提供が図 られる

ことが報告されてお り、診療ガイ ドラインの普及が lTl‐ 要である。

○ 情報提供 。相 :淡 体lJ

患者を取 り巻く生活環境等σ)改 善を図るため、ア レルギー疾患を 111己

管 llllす る手法等の開発を図るとともに、地方公共団体 と連携 し、その手

法等の普及ム4発 体制の確保を図る。

○ 研究開発等の推進

ア レルギー疾患を自己管理できるよう、患者が rlら 抗原 を|口 1避 するた

めにア レルギーの原隊1物 質の特定が ‖∫能 となる手法及び !iL期 診断 手法等

を開発する。

また、有効な治療法に関する情報収集体制について検言ヽlす る。

○ 特に、各ア レルギー疾患について重点的に取組む事項は以下のとお

りである。

・ 花粉症については、舌下減感作療法等の開発を推進する。

・ 喘虐、については、喘′自、死の減少を目指 し、適切な医療体制の確保を

1図 る。

・ 食物ア レルギーについては、可能な限 り患者 自身がlEし く抗原を知

り抗原をい1避 できるよう、対
‐
策を講 じる。

・ ア トピー性皮膚炎については、忠者のQOlン の向上のため、患者が
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継続的に |クモ療を受けられるよう、またば1己 11理 が‖∫能 となるように方

策をi偉 じる。

(1)医療の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

○ ア レルギー疾患に老、要な 1天 療体制

。
1可 においては、ア レルギー疾患にかかる|ク1療 体制を確保するた

め、 日本 |べ 師会等 1欠 療 1則係 |ヽ川体や 1川係学会等 と連携 して、診療ガ

イ ドラインの改 ::「及びその普及により、地域の診療 レベルび)不 均

衡の足 I11を 図る。 また、 1可 は地域におけるア レルギー丼l策 の |ク:療

提供体制のあ リノプについて '|「 例集を作成 。
|1己 柏iし 、都道府りit等 ヘ

の I午及に努める。

。 このようなIJの 取組 を路 まえ、都道府りltに おいては、医療 li「 画

等を活用 して、地域におけるア レルギー疾患に 1用 する|べ療提供体

市Jの 確保を図ることが求められる()ま た、適りJな 地域 |べ 療を確保

する観点から、地域保健 |え 療協1議会等を通 じて 1川係機隈lと の連携

を |‐ 分 1文 |る Z、 要がある(,

・ ア レルギー疾患患者に対 しては、安定リリlに はア レルギー疾患に

精通 した身近なかか りつけ |だ が診療するが、 |[ソ 11螂[治例や 杵しい

士曽悪時には専門的な気|ル L(が 必要である。そのため、 ,it本 的には医

療 1圏 毎にア レルギー診療の ||「
|1ll機 能をイ「している医療機関が必要

であ り、また、アレルギー疾患はほぼ全身臓器に係わる疾患であ

ることか ら、このような |IFIlll lズ 療機関等を支援できるよ う、都道

ナド∫県に 1カ 所は集学的な診療体IFlを 有 している病院を確保する
`∠

、

要がある。なお、集学的な診療体制においては、ア レルギー性鼻

炎、喘旭、、ア トピー性皮膚炎、小児のア レルギー疾患等に 1川 して

ll「
|lllの 医自liを イ∫していることが望ましい。

。 i■ り1:難 治例等に至らず と

いては、地域の 1ギ 情によっ

て も密意する必要がある.

も
‐
次 |え療機関で夫l応 できる分野につ

ては診療 l'7間 の連携体制の構築につい
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○ 喘週、死等を 予防する医療体制 :「喘遭、死ゼ ロ」を ll指 して

喘′日、死の原隊|と して、患者側の認i哉不足や不定刃1受 診等の 1問題、診

療側の診療ガイ ドラインの利用度の出l題等が挙げ られているため、地

域において診療りTと 救急病院 とが連携 し、患 者教育を含む適りjな 治療

の普及 と患者カー ドを常に携‖十してもらうことによる 1欠 師一患者|IJの

情報共イ1・ 等を1文|る ことが rT‐ 要である。喘息発作についての初りUI対 応が

‖∫能な救急病院は、基本的には、 |べ 療圏 |ド位 で確保 されることがマ4ま

しい。なお、・ 1該病院に求められる要件 としては、高度、大規模な医

療機器を備 えている必、要はなく、ア レルギー :|「
|‖lの 医師の確保がなさ

れていれば足 りるとの意見がある。

※ 喘起、死ゼ ロを目指 した取淑1の l:な 内容は以 ドのとお りである。

・ かか りつけ1欠 における診療ガイ ドラインの普及

・ 忠者カー ド彬tll十 による患者の |:1己 管理の徹底

・ 救急時対応等における病診連携のllFl築

(イ )人材育成

○ ア レルギー疾患診療に精通 したかかりつけ医の育成

・ 国においては、診療ガイ ドラインにJltづ く治療を行 うことによ

り、忠者の QOlン を向 11さ せ、効率的かつ適りJな 医療の提供を

促進できることか ら、 日本医自F会等医療関係「ヽ川体や関係学会等

と連携 して、かか りつけ |夕

`に
対 して診療ガイ ドラインの普及を

図 りつつ、 |え 学・医術の進歩に応 じ診療 ガイ ドラインの改言「を

ⅨIる 。

。
1延学教育においては、企Hlの 医科大学 (医学部)の教育プログ

ラムの指針 となる 「医学教育モデル・ コア・カ リキュラム」に

おいて、「アレルギー疾患の特徴 とその発症を概説できる」「ア

ナフィラキシーの症候、診断 と治療を説明できる」「薬物ア レル

ギーを概説できる」な どの到達 日標 を掲げていることか ら、各

大学においては、これに基づいた教育カ リキュラムを策定 し、

その充実を図ることが必要である。

臨床研修においても、現在、経験 目標の 1疾患 としてアレルギ

ー疾患が取 り 1■ げられてお り、救急対応等をは じめとしたプラ
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イマ リケアのり:【 本的診療能力としてその正 しい力li哉 及び技術の

修得に資するものである。臨床研修 を受けている1欠 山liは |′Jら ア

レルギー疾患 (喘′自、発作やアナフィラキシーシ ョック等)の診

療について経験することが必、要である。

また、日本医師会において実施 している|え 師のノ|:涯教育におい

て、今後 ともよリー片1ア レルギー疾患に係 る教育が充実 され る

ことをマ4みたい。

小児アレルギー診療に携われる人材の育成について

科学会の取 り組みが望まれる。

日本小 児

○ ア レルギー :I「
||IIの |ク(自liの 育成

ア レルギー疾患診療の質の 1占 l11及 び都道府りitllり におけるア レル

ギー 1年
llllの 医白「の力11在足 !I:を 図るため、 1月 係学会におけるア レル

ギー 1年
|‖ 1の |べ 川iが 適りjに 育成 されることが望まれる.

また、ア レルギー診療はほぼ全身臓器に係わ り全年齢片1に わた

る疾患の診療 となるため、総合的なア レルギー 11二 |!llの 1欠 白「の存イ|:

は li要 と考え |)れ 、 1月 係学会においてその `kう な :I「
|‖ |の |ク(師の台

成に/つ いて検 l,ヽ 1司
~る

ことがマ4ま れる。

〇 保健山F、 看 li嵯 自「、薬斉lmi及び管JI!栄 養 lr等 において t,、 ア レルギ

ー疾患忠 什に適切に対応できるよう、知1識・技能を高めてお く4と 要ヽ

がある。 また、保健白「、看 i隻 山「については 日本看護協会の研修にお

いて、今後ともより ‐サ11ア レルギー疾患に係 る教育が充実 されるこ

とがマ4ま しい。 さ%に 、ア レルギー疾患にはアナフィラキシーを含

む食物ア レルギー もあり、適 ll:な 食物除去が行われることが l■ 要で

あることかる、11理栄養 lf・ 栄養 11に ついても、アレルギー疾患に

|‐ 分月応できるよう、 日本栄養 |:会 の研修等において今後より ^九1

アレルギー疾患に係る教育が充実されることが望ましい。

(ウ )専門情報の提供

〇 1可は、ア レルギー疾患に関す るイリ「究成果等を踏まえた専|III的 な |ク(

学 1青 報については、 1月係学会等 と協力 して必要な情111提 供体縮1の確
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保を|メ|る 。また、専1明 医療機関等か らの利1談 に対
・
応できるよう1司 アヽ

病院機構村1模原病院の臨床イ,F究 センターに村1談窓 Hを設置iす る。

(2)情報提供・相談体制

国及び地方公共 |ヽ川体は、患者がノ|:活環境等を改善するため、患者 |¬

己管川!手 法の促進、情報提供体制や村1談 体制の確保のための対策を講

じる。

(ア )自 己管理の促進

○ 自己管理する内容

患者及び患者
・
家族が管理することが望まれ る l:な J「 項は以 ドのとお

りである。

。 生活環境改善 (食物・イ|:環境等に1川 する抗原 |‖ 1避 、禁煙等 )

・ 榊:患 している疾患と治療法の 11:し い把 1り

`:
。 疾患状態の客観的な自己評価

・ 救急時対応         等

〇  li l己 管川1の 習得法の普及

・ 国は、 日本アレルギー学会等 と連携 し、 11記内容について効果的

な教育資材等を作成 し、都道府方t等や医療従 1千 者等に|1己 布する。

。 このような |:可 のllx剰 1を踏まえ、都道府県等においては、都道府片t

lバ 師会や関係学会等と連携 して研修会を実施する等 して、保育り子・

学校 (PTA等 )0職域や地j或 (■ ども会等)等における自己管理

手法の普及を図ることが求められる。

・ また、市川「村においても、都道府県等 と同様の取糸■が期待 され、

乳ガj児健診等における保健指導等の場を効果的に活用 し、ア レルギ

ー疾患の |ユ 期発見及び自己管理手法の普及等を図ることが求められ

る。

。 さらに、学校・保育所等においては、保護者等と十分連携をとり、

児蔵のア レルギー疾患の状況を把握 して健康の維持・向 上を図るこ

とが望ましい。

…33



・ 1欠 療従 1「 者においては 1句 己1lllll手 法の普及について IEし く認識 さ

れ、 |タモ療機 1共|に おいて指導を実践することがマ:ま しい。

(イ )情報提供体制の確保

〇 1可民及び忠者にとって必要な情報

1可 L(及 び患者にとつて必要な、ア レルギー疾患に関する l:な 情‖1は

次の とお りである。

・ ア レルギー疾患に1用 する ・般疾病情‖t(病因 。病態 。疫学等 )

。 ノli活環境等に1川 する情報

(ア レルギー物質を含む食lll:に 1川 する表示やシックハ ウスリ11候

群等について、患 者
‐
が適りjに /11711環境を確保できる うような

1青 報等)

・ 適切な治療や薬斉1に 1川 するlli報

・ イ,F究サJえ 果等に1共1-l~る 最新 l診りか1青 報

・ 1欠 療機隈1及 びサー ビスの選 |りくにかかる情報

○ ‖i報提供 手段

・ ll:し い情報を効果的かつ効率的に 1午 及するためには、インター

ネッ トのみならず、ノ`ンフレッ ト等を活用する情報提夕にも必要で

21)る 。

。
1可 においては、適 11:1川 係学会等 と連りtし 、ホームページゃバン

フレット等を活りllし て、般新のイツF究成果を含む疾り

'fri報

や診療情

報等を‖
`道

府先t等 や |え 療従 'l「 者等に対して提供する。

・ 地方公共|:川 体においては、1可 等の発fliす る情報を7舌 用す るほか、

それぞれの地 j或
|べ 自F会 等の協力を得ながら、医療機関等の選択に

係 る|1午 報をイli民 に対して提供することがマ:ま しい。

○ その他

・ IJlは 、アレルギー物質を含む食|1占 に限lす る表示については、科

学的知l兄 の進展等を路まえ、表示項 目や表示方法等の見lriし を検

!:ヽ |し ていく。
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。 広告んl‖ilの 緩和に伴い、 一定の基準に適合するものとして厚芍i

労働人 |「1に 加llllが なされた学術 111体の認定する医師等の専 1lЧ 性に

関する資格イlが広告できることとなっているが、 日本ア レルギー

学会については未だ、学術団体 としての法人格をイ「していないた

め、ア レルギー診療を行 う医自liの 専llII性 に 1川する資格名を広 (liす

ることができない。 |1本 アレルギー学会は、当i亥 学会の認定する

:|「
|lll医 のイl称を広 (1子 できるよう努めているところである。

・ 木就学児磁tを もつ保 i隻 者へのア レルギー疾患に 1川する情報提供

は、平L幼 児期はア レルギー疾患の //f‐ 発イ|=齢であることから特に重

要である。そのひとつ として、 llj町村は、保育りT等 を通 じて、食

を通 じた rど もの健全育成 (い わゆる 「食育」)に関す る取組の

中で、食物アレルギーのある r・ どもについても対応を進めてい く

ことが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

○ 国は、地域毎の‖1談 レベルに格差がノ|:じ ないよう、全国共通の本「|

談員養成研修プログラムを作成 し、「リウマチ・ア レルギー相談lt養

成研修会」及び 「シックハ ウスタ1当 職ll研修会」σ)充実を図る。

○ このような国のllit判 1を 路 まえ、都道府比tに おいては体系的なア レ

ルギー‖1談体‖i」 のllll築 、具体的には、 ^般的な健康利1談等は |lj町 村

において実施 し、抗原 11:1避 等にlllす るより専|‖1的 な相談については

保健所において実施する等を検討 し実施することが望ましい。また、

保健所においては、地域医師会や栄養 |:会等 と連携 し、411J々 の住民

の相談対応のみならず、 llf町村への技術的支援や地域での学校や企

業等におけるアレルギー対策の取組への助言等の支援が期待 される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

○ ア レルギー疾患に関する研究をより戦略的に実施するためには、

研究企画・実施・評価体制の構築 として、りl確な目標設定、適切な

研究評価及び効果的なフィー ドバ ックが重要である。



〇 1可 は研究の採 |サくに当たってテーマのサJi似 している研究課題の統廃

合を進めるとともに、政策的 li果題に関連するテーマをりl確化 し公募

課題に反映 させる必要がある。なお、1可 が進めていくべき研究課題

は、民 |‖J企 業と1可 との役割を認 i哉 しながら、研究 lf業 の l引
4価 委it会

の意見を踏 まえ、課題の決定を行 う。

○ イ1‐ 効な治療法選択のための情報収集体市1の 構築の検 liヽ |

治療効果 も含めたア レルギー疾患忠 #の 動向を適切に把 lll:す ること

は、 :}1に 疾り,ittli卜 とい う視点のみならず、病因、病態、診断、治療、

ル後等のイリ「究を効果的かつ効率的に進める 11で :■ 要である。 1呵 におい

ては、科学的根拠に
'1鮭

づいた縦‖りi的 な定点褐l淑1体制等の構築が必要で

ある。

また、小児に特化 した調査としては、同 ‐
客体を長イ11に わたって迫

跡調査J~る 「2111L紀 |||ノ li児 縦1りi調 査」が 1ヽ4成 13イ li度 から実施され

ているところであり、1可 は :]月 査結果の不黄和:的 な活用について検 :刊 する。

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

1`4サ J比 22イ 11度 までにイリ1究成果をイ|}る れるよう、次のイリ「究分り予をil点

白勺にイツ「究を|イた進していくで,

○ ア レルギー疾患患 什|′ 1己 1り |!手 法の確 立

。
1月 においては、ア レルギー疾患を lil己 管理できる疾患とする

ための 手法の確 、アを鼓優先の日標 とする。そのため、関係学会

等 と連 |りちし、 1`4成 22イ 11度 (2010イ li度 )を ‖標に、 より確

実で簡使な抗原診断法のり‖発を進め、患考がアレルギーの原 1人 |

物質を |1常イli活の中で適り」に11理できるよう、抗ル|(IⅢ I避等の自

己1lJЧ !手法の

“

:立や 町り切診‖,i法 の確、ア等に l■ 点化を1文|る . IJは

これ ら研究成果はかかりつけ医等にその技術υ)普及を1劇 り、患

静がアレルギーの原因物質を日常ノ
li活 の中で適り]に管理するこ

とを |1指す。
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最優先研究目標

(1)治療法の効果を il:し く判定するための指標の開発

(2)抗原特定手法の開発及び環境中抗原調整 手法の確 アヽ

① 安全でll:確 にアレルギー疾患のルi〔 仄|を 特定する検査法の

け‖りと

② 自宅で実施‖∫能な環境中抗原調整手法の開発

(3)吼症化・難治化 予防のための ::L期 診断法の確立

(4)|'1宅 で実施‖∫能な減感作療法の開発の推進

ド1宅 で行うことができる治療法開発は、1可 は今後さらに研究

を進めていくべきである。特に1可 はスギ花粉り11に対する舌 ド減

感作療法の治療法開発についての臨床研究を推進し、安全性、

有効性を確認する。

② 長期目標を持つて達成すべき研究分野

○ ア レルギー疾患の 予防法 と根治的治療法のり‖発

長期 H標 としてア レルギー疾患の病態・免疫システム解析 と病 1人 |

解明を行い、その成果に基づ くア レルギー疾患の根治的治療法を開

発することを111は ‖1旨す。

着実に進めていくべき研究目標

病態・発症機序の解りl

(1)免疫システムの解り〕によるアレルギー疾患のコントロール

① 自然免疫と獲得免疫等の機序の解明

② アレルギー性炎症の中′己ヽとなる剰1胞の確定

(2)気道等組織 リモデ リング (不 可逆変化)σ )ア レルギー疾患

への関与

アレルギー発症予防法の確立

(1)小児のアレルギー疾患 と成人のア レルギー疾患の病態共同

の解析

(2)胎内におけるア レルギー感作予防 と出生後におけるア レル

ギー発症予防 (遺伝因子と環境因 Fの影緋に関する解析 )

(3)食物ア レルギーの予防薬の開発
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7台リス(泄:σ )|;Hりと

(1):lLり馴治療υ)効 果と長り馴予後

(2)治療中 lll基 4:の 確立

(3)免疫療法 (I〕 NAワ クチン等 )

(4)テーラーメイ ド1欠療

生物学的製斉1等のり‖発

(5)減感作療法等根治的治療法の効能等改善のための、抗原に

1則 する基盤研究

③ その他の必要な研究

○ いわゆるL(間 |ズ 療の評 lllll

l可 においては、いわゆる民 ||‖ |ケ:療 を「14側 iし 、その「平価結果を国Lt

に|li報 提イリtし 、 ll:し い知|li哉 の普及をIXIる とと1)に 、L(|lll医療の中で

り:雌 礎″「究 。臨床イツ1究 に llxり 11げ るべ き治療法について検 |;
「ヽを加え

る。

○ 患者の行動変容に1川 するイJ「 究

(ウ )医薬品の開発促進等

〇 新 しい医薬:W:の 薬 J「 法 11の承認に当たつては、 1可 は適りJな外 1呵 の

データがあればそれ
',1)活

り||し つつ、適りjに 対応する。

〇 1可 においては、優れた医薬∴llが よりliLく 患什の元に力IIく よう治験

環境の整備に努める。特に小児に係る |ク(薬 |1占 については対応が |´ 分

とはいえないため、小児に係る臨床イツF究 の1([進 を図ることが望まし

い 。

(4)施策の評価等

○ 政策評 lllll

・ 1可 においては、1可 が実施する吼要な施策の実施状況等について li平

伸liし 、また、1也 方公共|:川 体の実施する施策を把握することにより、

より的確かつ総合的なア レルギー対策をi‖ じていくことが吼要であ

る。 また、地方公共IJl 14・ においてもIJの施策を踏 まえ、連携を模索

し、施策を効果的に実施するととt)に 、 |:要 な施策について政策評

1‖ iを 行 うことが望ましい。



本委員会においては、健康り:j長 の私的検言ヽ1会である リウマチ対策検「 1ヽ会及

びア レルギー対策検ネ1会 における審議の結果を路 まえ、忠者
・の QOlン を維持

。
lfll 11さ せ るということに重点を「itき 、検二lを 重ねてきた。

ナt体的な検討の範レ‖としては、我が 1呵 における リウマチ・ア レルギー対策

を総合的かつ体系的に推進するための基本的方向性から、 ll点 的にlll進すべ

き具体的施策に及ぶ1幅 広い J「 ザ1が取 り 11げ られた。そのような,議論をりl鮭 に、

今般、国、地方公共|ヽ川体及び関係 |ヽ川体等が連携 して、ともに進めていくべき

取剰1の 方向性等を示す 「リウマチ共l・ 策の方 1占 1性等」及び 「ア レルギー疾患対

策の方向性等」を

“

り茂した。 これ らの方向性笛については、今後の学術等の

進歩に応 じ、適宙口j検 言、lを加え、ど、要があると認められるときは、これを変

更していくものとする。

従前より、我が1可 におけるリウマチ 。ア レルギー対策は、必ず しも戦ll14的

に実施 されてきたとは言えなかつた。今般、このような形で報 (1:許卜がとりま

とめられたことは、議論を尽 くしきれなかった点、至 らない点 もあるとは思

われるものの、我が国におけるリウマチ・ア レルギー対策をlfl・ 進する 11で大

きな商fi進 となることであろ う。

本報告古卜の成果が |‐ 1分 に活用 され、 リウマチ対策については、関係者の

協力の ドリウマチ対策が円滑に実施 され、 リウマチに対づ
~る

的確な 予防対策

が i体 じられ、「リウマチゼ ロ」 となる日が来ることを期待する。 また、この

収組の成果が 「今後の リウマチ対策について」 (||:間 報告)(14成 9イ 118月 2

9日 )において、今後の対策の方向性の中で位置づけられている変形性関節

症対策にも役立つことを期待 したい。

また、ア レルギー対策についても、今後のアレルギー対策がよリー・層 lll滑

に実施 され、「]民 に安心・安全な41活 を提供する相1会づ くりが達成 されるこ

とを期待 したい。
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<厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ ロア レルギー対策委員会委員名簿>

秋山 一男  独立行政法人 1呵 立病院機構相棋原病院臨床研究センター長

lirll谷  恵子  社 |ヽ月法人 日本看i隻 協会 :年務り|!il「

越智 隆弘  独サイr政法人1可 立病院機構‖1棋原り,j院長

○水 ||| |｀F代  りL州 大学病院長

辻  一郎  東北大学大学院医学系イ〃「究科教授

西岡久ノF樹  ユ
7:マ リアンナ |ク:科大学州り,j治療研究センター辰

橋本 イ!i也  ネ111ヽ‖法人日本 |ウ:師会常任理 :lf

llllll サリlr  lサ森り;t健‖せ榊I杓 L部 |だ師確保対策幣

山本  ^彦  東京大学大学院 |クモ学系イ〃「究科教授

山本 ケ|‖ II 広島大学″l誉 教授

イザ責||1 俊 |`′  イリ戯浜 |lfヽ

'大
学大学院 1欠 学,F究科教授

(li l‐ 汗順 ○日1は 委11長 )
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<リ ウマチ対策検討会委員名簿>

岡谷 恵 F 社 |ヽ‖法人日本看 i隻 協会専務理事

○越智 隆弘  独 立行政法人1呵 アヽ病院機構相模原病院長

戸山 芳 |イ{ 慶應蓑塾大学 |え学湘∫教授

/Li岡 久寿樹  11:マ リアンナ医科大学難病治療イリ「究センター長

橋本 イ:i也  ネ11団法人日本医師会常任馴!J「

1:千坂 イli之  東京医科歯科大学教授

山中 川lr rf森比t健康福れL部 |べ 師確保対策檻

||1本  ‐彦  東京人rF大
学院 1欠 学系イツF究科教1受

(li l・ 計1り〔 ○は座 長 )
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<ア レルギー対策検討会委員名簿>

○秋山  り」 独 アヽ行政法人 1可 アヽ病院機 llYl‖ 1模原り

'i院

臨床研究センター長

池 ||1 耕 ・
1可 立保健 |え 療科学院建築術ノ11部 長

lirll本  美孝:  千葉大学大学院 |ク:学研究院教授

1司 谷 忠 r‐ rlllヽ‖法人日本看li隻 協会 'IF務理 llf

栗山真llll r‐ 特定り|:営 利活動法人アレルギー児を支える全1呵 ネッ ト

アラジーボ ットll「 務lall:l「

「 1り 崎 修次  杏林大学教授

ド川 ′
りLr・ 絆‖1司 |li保 健絆:|れ L九 l保健 |ク1嘴(部保健 予防課長

橋本 IIi也  Flllヽ月法人日本 |だ 自li会 常任り|!Jト

丸リト 英 1 順天11大 学 1欠学部教授

山中 リリlr‐ 1サ 森県健康竹11杓 L湘∫|ク〔師確保対策幣

山本美代 r‐  日本栄養 |:会 (千葉市γf野 木保台所総lTl li任 栄養 |:)
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<リ ウマチ・アレルギー対策委員会等の開催 日程 と議題>
生科学審議会疾病対策部会 リウマチ・アレルギー対策委員

(第 1回は平成 14年度開催 )

第 2回 (平成 17年 3月 7日 )

○ リウマチ・ア レルギー対策委員会等の設「1について

○ リウマチ・ア レルギー対策の現状について

○ 委itか らのプ レゼンテーション

・ アレルギー対策イツF究及び |え 療の現状 と|||1題点について (秋 山委 it)

・ リウマチ対策研究及び医療の現状 と1出1題点について (越 符委 rt)

第 3回 (平成 17年 8月 26日 )

○ リウマチ・ア レルギー対策委it会 報告 i卜:作成

○ リウマチ対策の方籠lヤ L等作成

○ ア レルギー疾患対策の方向性等作成

リウマチ対策検

第 1回 (平成 17年 4月 12日 )

○ リウマチ対策検卜1会 の設世t等 について

○ リウマチ対策の現状について

。 抗 リウマチ薬の臨床評価方法に1用 するガイ ドライン (案 )

(医 薬食 |キ|:力1審査管馴!課 )

○ 委員からのプレゼンテーション

。 今後の リウマチ対策について (越智座長 )

・ 市販後調査システムについて (l■il司 委員 )

○ リウマチ文l策 の論点整理について

。 基本的方向性について

。 研究の推進について

。 医薬 :キl:の 開発促進等について

第 2回 (平成 17年 5月 17日 )

○ 委員からのプレゼンテーション
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。 日本の関節iリ ウマチ診療を |IL界 水準と比較 して

(山本委it、 γf坂委 it、 lll岡 委 it、 戸山委 lt)

。 県の リウマチ対策における現状と課題 (山 中委it)

○ リウマチ対策の論点整理について

。 前lill議 Jfに ついて

01え療提供体制の1格備について

・ 忠者Q01ン の向 11と 自立等について

・ ′
ri報提供・‖1談体制について

第 3回 (平成 17年 6月 28日 )

○ 参考人か′)のブ レゼンテーション

・ リウマチ患者
‐の実態について

(長 谷川参考人 :イ 111:‖ 法人日本 リウマチ友σ)会会長)

○ リウマチ対策 111(li〕
:「 (案 )“ I成

第 4回 (平成 17年 7月 29日 )

〇 リウマチ対策検討会報(||,!十 (案 )“ :成

〇  リウマチ丼l策指針 (案 )“三成

レルギー対

第 1回 (平成 17年 3月 29日 )

○ ア レルギー対策検 I討 会υ)設 ri等 について

〇 ア レルギー対策の現状について

。 ア レルギー物質を含む食IWlに 1川 する表′ltに ついて

(食 IWl安 全部り!に 準審査課)

。 シックハウス対策について 健 康局生活衛 /1:課
)

〇 アレルギー対策の論点整理について

・ り:堆 本的方1占 l性 について

。
|り1療提供体制の整備について

° 患 汁QOlン の向 11等 について

第 2回 (平成 17年 4月 21日 )

○ 委11か らのプ レゼンテーション
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・ 日本のア レルギー診療を‖L界水準 と比較 して

(Jf江委 ll、 1司 本委員、横 HI委 員)

。 県のア レルギー対策における現状 と課題 (山 中委員 )

○ アレルギー対策の論点整Jlについて

・ 前|,|1議 事について

。 情報提供 。相談体制について       ,

第 3回 (平成 17年 5月 31日 )

○ 委員からのプ レゼンテーション

・ 患者を取 り巻く環境の改 i嘩

(栗 山委li、 丸山委it、 池 III委 li)

・ 喘′日、死等予防のための地域 |ズ 療について

(助1場参考人 :大ナ11市 民病院呼吸器科湘∫長)

○ アレルギー対策の論点幣理について

0前 日議 :ド について

0患 者を取 り巻 く環境の改善について

・ 医薬 |キ|:の開発促進等について

。 研究の推進について

第 4回 (平成 17年 6月 21日 )

○ アレルギー対策報

`IF J卜

(案)に ついて

第 5回 (平成 17年 8月 1日 )

○ アレルギー対策報告 i牛 (案)について

○ アレルギー対策指針 (案)について
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<本報告書における用語の解説>

○ ア レルギー

異物が体内に侵人したときに、体を守ろうとする 1/J御 (免疫)反応が、体に

不禾11に 作チIJし 、かゆみ、くしゃみ、炎症、叫li虐、等の様々なり1:状 をり|き 起こす

こと

○ 都道府県等

都道府 りit、 保健ナ

'Tを

1設 置する市及び特別区

○ 抗原

一般に免疫反応においてル|(因 となる物質を抗リリi(と い う。特にア レルギー疾患

におけるル|(1大1物質をア レルゲンとい つ。

○ 感作率

りi:状 のイ「無に関わらず抗原に対する抗体を持っている人の111合

○ 発症率

感作された人の うち疾患を発りi:し た人の割合

○ 有症率

診‖,iの イ「無にかかわらず、り11状 をイu^す る人の1年1合

○ 有病率

ある|||「 点において疾患をイ「する人の1い1合

○ 抗原回避

ア レルギーの原因物ワ[を避けること

○ 医療圏

|:と してヵ;i院の病床のイ盗備を1文 |る べきl也 域的 )11位 として設定司
~る

医療 :il‐ lllli ll

の区j或

○ 集学的

各分りrの IIJ嘔
|‖ 1の |ク(師 が協力して治療に :11た ること

○ 疾患管理

病気を良い状態に保つよう処置すること

○ 診療ガイ ドライン

標準的な診断 と治療に関する指針 (本 報響fメ |に おいては、厚 /1:労働省研究り[

において、 1異1係学会等と連携 してイ11成 された診療ガイ ドラインを指す。)

○ アナ フィラキシー

抗原に接触 した り、摂収 した後に、数分から数 卜分以内にアレルギーによる

りii状 が体の複数の臓器や全身に現れる激 しい急性アレルギー
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○ アナフィラキシーシヨック

重り1:ア ナフィラキシーによりliLり |:低 ド、呼吸 1本1螂[や意 i哉障害をり|き 起こす現

象

○ 減感作療法

抗原のエキスを長い時 |‖]を かけ少 しずつ7L射 し、体を徐々に1ず1れ させてい く

治療法

○ ゲノム診断法

染色体または遺伝 r‐ の ・剰1を 検査 してりψi状 を判断すること

○ テーラーメー ド医療

各患者に応 じて妓適な薬を投 り̂す る治療法

O in vivo

41体内で

○ 行動変容

行動が変わること

○ 抗 リウマチ薬

免疫に関係する細胞に働きかけ、異常になった免疫系を元の状態に戻 して、

病状の進行を |11め る薬

○ 有害事象

治験薬を投 ′チされた被験者に生 じたあらゆる好ましくない医療 Lの できごと

○ 疫学調査

病気の原因 と思われる環境休lrを 1没 定 し,そ の隊lrが病気を引起 こす 1可 能性

を調べる統 i:「的副‖査

○ クリティカルパス

成果 ‖標に向かってできる限 り無駄を肖J減 して在 1院 H数を短縮す る治療方針

計 1山i「 卜にて医療を行 うこと
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<リ ウマチ・ アレルギー疾患に関する図表集>
(表 1)各都道府県におけるリウマチ施策について

饉
●田害

(● ■ )

餞
彙 国 薔

(綸 考 )

(表 2)各都道府県におけるアレルギー施策について

"慟
● 健 康 島 薇 輌 対 颯 瞑 調 べ )
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(図 1)関節リウマチ患者の入院・外来別の割合

厚生労働省平成14年患者調査より

(図 2)アレルギー様症状があつた者とその診断があつた者の割合 (複数回答 )

α

“

３５

３。

２５

２。

１５

‐０

５

０

■耽雀
「

脆櫛く

□翻 躍

囲留場犠粽
=推者

3症状のいずれか   皮膚のアレルギー  呼吸器のアレルギー  目鼻のアレルギー
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(図■)年齢階級別にみたアレルギー様症状があつた者の割合 (複数回答 )

厚生労働省平成 15年保健福祉動向調査 よ リ

(表 3)アレルギー性疾患対策への要望の割合(12歳以上・複数回答 )

注:総数には、科 槍 む。
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(図 4)小児喘息の有病率の推移
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(図 5)アレルギー疾 患 に関連する死 亡 の 内訳 について
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<リ ウマチ・アレルギー疾患に係わる診療ガイドライン等について>
厚生労働省においては、厚41労働科学研究の中で、リウマチ・アレルギー

疾患の診療ガイ ドライン等の学会等への作成支援を行い、医療従事者や ^般

II・

・l民に対する普及啓発に努めているところであり、以 下にその ‐覧を示す。

1 関衝iリ ウマチ

『関節 リウマチの診療マニュアル (改言「版)診断のマニュアルとE13M
に基づく治療ガイ ドライン』(***)

グこイF:平成 16イ114月

作成 :厚
`L労

働省研究り1

編集 :越智 隆弘 (相棋原病院院長)他

2 ア トピー性皮膚炎

『 ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドライン2005』 (*)

ヴ巻イ∫ : '「 几え 1 7イト

作成 :分担研究「アトピー性皮膚炎治療ガイ ドラインの作成」

監修 :河野 陽― (千葉大学大学院医学研究院小児病態学教授)

山本 昇・‖L(広 島大学名誉教授)

『ア トピー性皮膚炎―よりよい治療のためのEBMデータ集』 (*)

グとイT:平成 17イ 11

作成 :古江 増隆 (九州大学大学院医学OF究院皮膚利・学教授)

3 アレルギー`‖1鼻炎

『鼻アレルギー診療ガイ ドライン 2002年 版 (改 FJ´ 第4版 )』 (**)

発行 :14成 14年

作成 :鼻アレルギー診療ガイ ドライン作成委員会

編集顧間 :奥 田 稔 (|]本 lk~科大学名誉教授)

4  11計 ′日、

『科学的根拠に基づく (EBM)Л附庖、診療ガイ ドライン』(**)

発行 :平成 13年

イ4:成 :1材くH召正 (日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長・東京大学名誉教授)
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『 I]BMにり:堵 づいた抗喘迎、薬のilil lli使用ガイ ドライン』(*1く )

り巻イ11 : |`え サ茂 1 3イ li

作成 :厚ノ|:労働省1欠 療技術F平価総合研究喘連、ガイ ドラインリ[

艦修 :γ沐 |イカ|:(|1本 臨床7'レ ルキ―゙疾患研究りT長・東京大学名誉教授)

『 胡支臨床医のための 1〕 I〕 Mに基づいた喘′日、治療ガイ ドライン』 (***)

ソとイj : |`え l」比 1 6イ |=

作成 :γl本 ‖イカ|:(日 本臨床7′レルキ一゙疾患研究,,7長・東京大学名誉教授)

他

『 I]13Mに 基づいた患者
‐
と|え 療者・のパー トナーシップυ)た めの喘也、診療

ガイ ドライン (小 児川)』 (***)

イこイJl i｀ |え 成 16イ |:

作成 :γ l本 |イイ||:(|1本臨床)'レ ルキ一゙疾患イツ「究,,「 長・東京大学名誉教授)

他

『 I]Iう Mに 基づいた患者と医療者のパー トナーシップのための喘旭、診療

ガイ ドライン (成人胤‖)』 (*J()

発イ1■ |`′サリえ 1 6イ ll

監修 :γ li4N Iイ {!l:(|1本 晰1床 )′ レルキ―゙―疾患イツF究所長・叫〔り|(大学″1誉教授)

『喘旭、ル1坊
。1り |!ガ イドライン20013』 (1()

うとイ「 : 1ヽ41Jえ 1 5イ ll

作成 :サ LI′ li省 免疫・アレルギー研究り[

賄1参 :牧野 JL平 (東京7′ レルキ一゙疾患研究り「・

``l協

1欠 FI大学イ1誉教1受 )

II「 り|: 巻史 (Ili立 岸和||1市 民り

'i院

長 現こくら,′レルキ―゙クリニック)

1れ本 |イカ|:(|1本臨床り'レ ルキ一゙疾患研究|,7長 ・束り|(大学//1誉教授 )

西||‖  i馨 (1劇 ウリま養|,「 南絆Iil司 病1坑 )

5 食物アレルギー

『食物アレルギーの診断の手り|き 2005』 (*)

イとイ1・ : 1`4サJt1 7イ |:

作成 :「 食物アレルギー診療の手引き」検I:J ttit会

監修 :海老澤 元宏 (‖ ‖卿万(力矧塊臨床研究センタイИげ司り夫1酬究‖9他
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また、 |`え成 17イ113月 に、厚ノ11労働省医薬食品りl]食 IWl安 全劇∫基準審査課

において『加 li食謂lに 含まれるアレルギー表示』についてパンフレット

を141成・配冶i

(*)免 疫アレルギー疾患 予防・治療研究
〕
|「 業による

(**)医療技術 :摯F価総合イリ「究
:l「

業による

(***)|ク(療技術評価総合研究
;l「

業において作成 した ものを学会等に

おいて改 Ii「
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参考資料5

アレルギー疾患対策の方向性等
「
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第 2 基本的方向性

1 当面のアレルギー対策の目標

アレルギー疾患の 予防法及び根治的治療法が米確立であ /」 現状においては、ア レ

ルギー疾患患者のQOIン の維持 。向上を図るために、重症化を 了′防するための医療

の提供及びi直 り]な 自己管理が非常に重要でル)る 。なお、患者本人又は家族 (以 下「患

者等Jと い うっ)に (1る 適切な自己管理を可能とするためには、患者等が、身近な

かか り/)け 医を始めとする医療関係者等の支援の下に、ど、要な情報提供 。相談を受

ける機会を得ることにより、適り]な 自己管理の手法
1を 正 しく理解 し、取り組む環境

を確保することが必要である。

このため、国は、予防法及び根治的治療法の司F究開発を長期的な観点から引き続

き着実に取 り組む一方、今後 5年程度を日途に、当面のアレルギー疾患対策の日標

l自 己管理の手法 1主に、①生活環境の改善 (食物、住環境等に関する抗原回避や、禁煙等)、 ②疾患状態の客観的な基準に基づく自己
評価、13m急 (喘息発作、アナフィキラシーショック等)時の対処法、等を指す。

第 1 趣 旨

ア トビー|プL皮膚炎、気管支喘′自、、アレルギー性鼻炎及び食物ア レルギー等のアレル

ギー疾患については、皮膚、呼吸器及び日鼻σ)いずれかにアレルギー様症状があった

者が調査力l象全体σ)36%(保 健福祉動向調査 (平成 15年))に Lる など、国民に

とつて関心υ)漕iい疾患となっているぃ さめに、アレルギー疾患に′)いては、効果的な

対症療法はル)る ()の の、根治的な治療法が確立されていないたy)、
4Zヽず しt)患者の生

活の質 (Quality()flン if｀eiQO I´ )の維持・向 Lが図られていない.

また、国においては、これまでアレルギー対策として、研究の推進や研究成果を活

用 した ilfi‐ 及イ年発等を
′
た施 してきた t)の の、Jと、~ボ し1)戦Ⅲ各的に1た方位されていない し、都

道府県等におけるア レルギー対策には格差があるなど、我がIJに おけるアレルギー対

策は必ず しt)|‐ 分な 1)υ )と はいえない
)

この(1う な認識の ド、本方向性等は、今後 5年程度のアレルギー疾患丼l策の方向性

等を示すこと等に ,に つて、|工|を 始め、地方公共団体及び関係団体等におけるアレルギ

ー対策が戦‖各的に‖[進 されることをイ足そ うとづ
~る

1)σ )で ある1,



として、アレルギー疾患を「自己管理が可能な疾患」とすることを掲げ、地方公共

団体との役害J分担と連携の下に、関係団体等の協力を得ながらともに取 り組むこと

とする。

2 取 り組 むべ き施策の柱

1の 日標を達成するためには、従前の研究開発中心の対策から、今後は、国、地

方公共団体及び関係団体等が適切な役害1分担の F、 (1)医療提供等の確保、 (2)情報

提供 。相談体制の確保、(3)研究開発等の推進を、取り組 ll・
べき施策υ)柱に据えるこ      |

とが必要であり、今後 5年程度、それぞれについて以 ドυ)方向性で取 り組んでいく。

(1)医療提供等の確保

患者等に身近なかかりつけ医を中心としながら、症状の安定時にはかかりつけ医

において、市症難治例や著しい増悪時等には専門医療機関において、適切な対「さが

なされるよう、かかりつけ医と専門医療機関の円滑な連携による医療提供等の確保

を図る。

また、関係団体等の協力を得ながら、診療ガイ ドライン、専PЧ 的な医学情報の普

及、アレルギー診療に精通した人材の育成を進めることにてより、診療 レベルの均て

ん化を図る。

○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ」を目指して

喘′自、死は、アレルギー関連死の約 99%を 占める (人 口動態統計 (lF成 15年 ))

ことから、医療提供等の確保にあたつては、次の方針で行 うこととする。

喘′自、死の原因としては、症状の認識不足、不定期受診等の患者側の問題 と、診

療側に診療ガイ ドラインの利用が十分に浸透 していない等の問題が挙げられてい

る。喘′自、死を防ぐために、地域において、診療所と救急病院
」との連携を図るとと

もに、適り]な治療法、自己管理手法等の普及を行う。また、医師一患者間の情報

共有等を図るため、患者に常に患者カー ド
3を

携帯 してもらうことを推奨する。

(2)情報提供・相談体制の確保の方向性

患者等に対する、①アレルギー疾患に係る正 しい知識・情報、②医療機関に関す

る情報、③適切な自己管理の手法についての普及啓発や相談体制の確保を行 う。

(3)研究開発等の推進の方向性

①当面 (今後 5年程度)の 日標 と、②長期的な日標とを明確に設定 し、研究開発

をより戦略的に推進する。また、医薬品等の開発促進等についても、引き続き取 り

組む。

2救急病院においては、医療機器の重装備化をすることなく急性発作時の初期対応が可能となることもあり、アレルギー専門の医師の

確保がなされれば、基本的に医療圏単位で確保されることが望ましい。
3かかりつけ医以外が、喘息等の緊急時に医療を行う際に必要な情報 (①患者のかかりつけの病院名や合併症の有無、②ステロイド剤

等の薬剤の投与の有無、③副作用が認められた薬剤名、④救急時の治療と禁忌事項など)を記載したカード。

，

“



なお、国が進めていくべき研究課題は、事前評価委員会の意見t)踏 まえ、民間企

業との役害1の違いを認識した上で、採択されることが求められる。この際、テーマ

の類似 している研究課題は統廃合を進めるZ、要があるとともに、政策的課題に関連

するテーマを明確化し、公募課題に反映させる研究開発推進体制を構築する(,

3 国と地方公共団体との役割分担と連携

国は、引き続き研究開発等の推進を図るととt)に 、地方公共団体が医療提供等の

確保や情報提供・相談体制の確保の取り組みを進めえ)れ る、1う 、研究の成果等につ

いて情報提供するなど技術的支援を中心に担 うことが必要でル)る 。

地方公共同1体の うす)都道府県は、医療提供等の確保を図る Lで中心的な役害1を担

うとと()に 、情報提供 。相談体制υ)確保については、市町村 。関係団体等と連携 し、

情報提供・相談の対象者や内容等に応 じて、地域における普及啓発に取 り組むこと

が,と、要でル)る
t,

この(1う な国と地方公共団体における役1年1分・lllの ド、厚生労働省は患者団体、 H
本医師会、日本ア レルギー学会及び卜1本小児不1ギit会等の関係団体並びに関係省ナ1'と

illl携 してアレルギー対策を打た進 していくことが必要である.

第 3 今後 5年程 度 におけるア レルギー疾 患対策

第 2の 2におけるl収 り糸比むべき施策の住については、国と地方公共団体1/9役害1分

担を明らかにしつつ、具体的に展開していくて)

1 医療提供等の確保

(1)国の役害1

0診 療ガイ ドラインの普及

IIlは 、関係団体等の協力を得て、i診療ガイ ドラインの普及を進めることに ,1

り、医療機関における診療 レベルの均てん化を図る。なお、診療ガイ ドライン

は、学術等の進歩に応 じ、随時改訂を図る t)σ )と するの

○ 人材の育成

アレルギー疾患 (喘′自、発作やアナフィラキシーショック等)σ )診療経験は、

プライマ リケアの基本的診療能力として、その正 しい知識及び技術のイ多得に資

する t)の であり、臨床研修において現在、アレルギー疾患が経験 日標の 1疾患

として取 り Lげられているところであるが、さらにアレルギー疾患の診療に精

通 した人材の育成を図るため、国は関係団体等に対 し以下のとお り協力を依頼

する。

① 日本医師会に対 して、医l・Fの生涯教育におけるアレルギー疾患に係る教育



の一層の充実

② 日本薬剤師会及び日本栄養 J」会等の職能団体に対 して、各種研修における

アレルギー疾患に係る教育の 一層の充実

③ 日本アレルギー学会等の関係学会に対して、アレルギー専門の医師が地域

によつては不足 しがちであること及び小児ア レルギー診療に携われる医師

の確保が必、要であるとの意見があることに鑑み、専門の医師の育成の促進

(2)地方公共団体の役割

○ 診療ガイ ドライン等の普及、適切な地域医療の確保

都道府県は、学会等が作成 した診療ガイ ドライン等υ)普及を進めるとと t)

に、lTl‐ り1:難治例や著しい増悪時には、専門的な対応が必、要とされることか ら、

医療圏毎にアレルギー診療の専門機能を有 している医療機関を確保すること

や、これらを支援できる(1う 、都道府県単位を基本に、集学的な診療体制を

有 している病院を確保することが望まれる。 このため、地域における医療提

供体制 (身近なかかりつけ医一専門医療機関一集学的医療機関の確保とこれ

らυ)連携)σ )確保を図ることが求められる。なお、重症難治例等に至弓ずと

t)一 次医療機関で対応できる分野については、地域の事情に(kつ ては診療所

等間の連携体制の構築について 1)留意するJZ、要がある(,

○ 地域の関係団体等との連携

適切な地域医療を確保する観点か弓、地域保健医療協議会等を通 じ、地域医

師会等の関係団体等との連携を十分に図ることがZ、要である。

2 情報提供 口相談体制の確保に係る具体策

(1)国の役割

○ ホームページ等による情報提供

国は、厚生労働科学研究等の活用により、関係学会等と連携しながら、アレ

ルギー疾患に係る正しい知識・情報を収集し、ホームページ及びパンフレッ

ト等を通じて、患者等を含む国民にとって必要な①アレルギー疾患に係る正

しい知識・情報4、

②医療機関に関する情報、③適 L‐7な 自己管理の手法、を普

及啓発するための施策 (相談体制の確保を含む。)を行う。

○ アレルギー物質を含む食品に関する表示

アレルギー物質を含む食品に関する表示についても、科学的知見の進展等を

踏まえ、表示項目や表示方法等の見直しを検討していく。また、これらの取組

1例えば、生活環境等に関する情報 (ア レルギー物質を含む食品に関する表示やシックハウス症候群等について、患者が適切な生活環

境を確保できるような情報等)、 適切な治療、薬剤に関する情報、研究開発の成果等に関する最新の診療情報など



みについて、地方公共団体、関係団体等、医療関係者に対 してパンフレットの

作成等を通 じ、適宜情報提供する。

○ 教育教材の作成等

i芭 切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドラインにてkる 医療関係

者への情報提供に加え、患者等にも理解 しやすい一般向け教育パンフレット等

を様々なアレルギー疾患毎に作成 し、都道府県等や関係団体等に情報提供する。

○ 研修会の実施

地域ごとυ)相 談レベルに格差が生じないよう、都道府県等における相談体制

の確保を支援するため、都道府県等の保健師を対象に 「リウマチ・アレルギー

相談員養成研修会J及び 「シックハウス担当職員研修会」等の相談員養成研修

会をう|き 続き実施する。

○ 専門医療機関等を対象とする相談窓口の設置

独 立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センターーにおいて専PЧ 医療

機関等を力l象 とする相談窓「|を設離する.

(2)地方公共団体の役割

○ アレルギー疾患に係る情報提供

アレルギー疾患に係るillし い如1詰た。情報 (①)については、1lJが提供する情

報を活用 しつつ、それぞれの地域における情報提供 。
lll談 の疼1像 者

‐
や内容等に

応 じ、市‖「本1・
・関係団体等と連携 し、地域の実情等に応 じた普及暮発に取 り組

むことが FFl要である。

○ 医療機関に関する情報提供

都道府井t等 においては、都道府県|ズ 師会等の協力を得なが′,、 |え療機関に関

する情報 (②)を住民に対して提供することが望ましい。

○ 適切な自己管理の手法に係る情報提供

適切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドライン、 一般向け教育

パンフレッ ト等の医療機関への普及を進めるとと()に、市町村において ()、 地
j或保健活動 (乳幼児健診、各種研修会等)の際に、また、学校 (PTA等 )。

保育所
5等に、 一般向け教育パンフレット等を配布 し、適 L/」 な自己管理手法の普

及を図ることが望ましい。

○ 相談体制の確保

相談体制の確保については、一般的な健康相談等は市町村において実施 し、

抗原回避等に関するより専門的な相談については保健所において実施する等、

5乳幼児期・学童期はアレルギー疾患の好発年齢であることから、学校・保育所等においては、保護者等と十分連携をとり、児童のア
レルギー疾患の状況を把握して健康の維持・向上を図ることが望ましい。



都道府県においては体系的なアレルギー相談体制の構築について検討 し実施づ
~

ることが望ましい。

○ 保健所等における取組み

保健所等においては、地域医師会や栄養」」会等と連携 し、個々の住民の相談

対応のみならず、市町村への技術的支援や地域での学校や企業等におけるアレ

ルギー対策の取組への助言等の支援が期待される。

3 研究開発等の推進

○ 研究推進体制の構築

国は、効果的かつ効率的な研究|イた進体制を構築するため、平成 22年度までに

研究成果 を得 られるようfR点的に研究を推進 してい く研究分野 と長期 日標 を持

って達成すべき研究分野を選定 し、りF究 日標を明確化 して適り]に研究を実施 して

いく。

○ 医薬品等の開発促進

医薬品等の開発促進等については、新 しい医薬 l鴨 の薬事法 卜1の承認に当たつて

は、国は適切な外国のデータがあればそれ らも7舌用 しつつ、適り]に対応する。 ま

た、優れた医薬品がより早く患者の元に届 くよう治験環境の整備に努める。なお、

小児に係る医薬品全般の臨床研究のIF進を図る。

4 その他

○ 施策のフォローアップ

国は、地方公共団体が実施する1)の を含め、主要な施策の実施状況等を把握 し、

より戦略的にアレルギー対策を講 じていくことが重要である。また、地方公共団

体においても国の施策を踏まえ、連携を模索し、施策を効果的に実施するとと1)

に、主要な施策について評価を行 うことが望ましい。

○ 方向性等の見直し

国は、 「アレルギー疾患対策の方向性等」について、適宜再検討を加え、Z、

要があると認められるときは、これを変更するものとする。


